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はじめに　～　地域政策の新段階と積極的展開のフレームワーク

　１９６０年代初頭，政治家 ・経済官僚やエコノミスト等の中で，爾余の先進諸国と比較したイギリ

ス経済の相対的低成長が強く意識されるようになっ た。 すなわち，ほとんど全ての西欧諸国は成

長率でイギリスを凌駕しており ，間もなく生活水準でも追い越すかも知れないという認識の下で
　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
高成長への関心が高まりつつあ った。回顧すれは１９６０年代は新経済政策と呼はれたケインズ的総
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
需要管理政策による国際的な高度経済成長期ではあ ったが，イキリスでは国民経済の構造的弱点

が意識され従来の政策の継続（「ストソ プ・ コー循環」）では１９６０年代のイキリス経済は高度の停滞

期に陥るという懸念が拡がっていた。それを最初に意識し政府を「保守党的計画化（℃Ｏｎ．ｅ．Ｖ。 ．

ｔ１ｖ．ｐ１．ｍｎｇ’）」に改宗させたのは，マクミラン首相でもモードリング商相でもなく１９６０年７月に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９０）
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　　　　　　　　　　　　　　３）
蔵相に就任したロイドであ った 。

　後の経済省顧問の経歴をもつフリタンによれは，ロイト蔵相がイキリスに導入したある種の計

画化は３つの要素から構成された。第１に，数年に亙る国家的な成長目標の設定，第２に，所得

政策を含む当面の諸問題を定期的に協議し解決策の策定を試みる審議会の設置，第３に、予測や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
目標を作成し成長の障害を除去する構想を提案する大蔵省から独立した機関の設置，である 。ロ

イト提案をめくっ て１９６０年末から６１年前半にかけてイキリス産業連盟（Ｆ．ｄ。。。ｔ１．ｎ．ｆＢ。。ｔ。。ｈ

Ｉｎｄｕ．ｔ。。。。）や労働組合会議（Ｔ。。ｄ． Ｕｍｏｎ　Ｃ．ｎｇ。。。。）をも巻き込んでかなりの論議が行なわれた 。

大蔵官僚やエコノミストの大多数はＡ．マーシャルの新古典派経済学の信奉者であり ，計画より

市場と競争に強い選好を持ち同時にイギリス産業の効率と熟練（労使双方）に極端に批判的であ

り， そして大蔵省から独立した機関の設置にはモードリング商相（彼は「計画化」自体に反対した

のではない）を含む多くの閣僚とともに反対した。こうした粁余曲折の中で，マクミランがロイ

ド提案の「計画化」を後押しした結果，前年の経常収支赤字２億５８００万ポンド ・基礎収支赤字４

億５千万ポンドを背景とする１９６１年ポンド危機の最中の７月のロイドの包括政策措置の一部とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
て経済計画担当機関としての国家経済開発審議会の設立が公表されるに至 った 。

　１９６２年３月 ，国家経済開発審議会（略称ＮＥＤＣ）は首相，蔵相または高級閣僚を議長とし，高

級官僚，経済界指導者，労働組合指導者を構成員とし，月例会議の形で発足した。ＴＵＣは，審

議会を賃金抑制機能として利用しないという条件で参加に合意した。ところで，経済情勢と保守

党政府の経済政策に不満を持つ中問階級の批判で常勝選挙区（Ｏ．ｐｉｎｇｔｏｎ，Ｇ．ｅａｔｅ． Ｌｏｎｄｏｎ）での補

欠選挙で敗北した保守党の不人気でマクミランは，１９６２年７月 ，ロイド蔵相を含む７名の閣僚を

解任し，新任されたモードリング蔵相はＮＥＤＣを継承した。同時に，モードリングの蔵相就任

は， 前章で指摘したように，経済政策をめぐる諸問題に対する地域的アプローチをヨリ強めるこ

とになる 。このことは，全国 ・地方レベルでの経済計画の漸次的展開（後述する物理１環境１的ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
プローチと対比される経済的アプローチによる地域計画の開始）を意味する 。

　ＮＥＤＣは，６３年２月 ，先ず『１９６６年までのイギリス経済の成長』（Ｇブ卿〃げ伽ひ・伽６Ｋ加夢

４。舳。１９６６）という報告書を公表し，さらにそれを裏付ける意図で，同４月 ，『高成長に資する

諸条件』（Ｃ。”６、な、。郷ハ伽。舳肱ｚ。 伽炊Ｇブ舳肋）なる報告書を公表した。特に後者の報告書は ，

後述するように，高成長に資するその他の諸条件とともに最長のスペースを割いて「地域問題」

を取り上げ，高失業率と低経済活動率を抱える低繁栄地域（特にスコットランド，北東イングランド

及びウェールズ）における大きな労働予備に注目してそれを引き出すことが全国的な雇用と成長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
に大きく寄与するという観点からいわば地域政策の積極的な推進を提唱する 。

　こうした「成長と地域開発」という政策概念が前面に押し出されようとする動きに重畳して ，

６３年１１月に，『セントラル ・スコットランド～開発と成長のための計画』（Ｃ舳肋Ｚ８。。肋。かＡ

戸、。ｇズ。榊倣 伽Ｄ舳Ｚ。〃〃舳４Ｇ。。側肋，Ｃｍｎｄ．２１８８）及び『北東部～地域開発と成長のための計

画』（Ｔん 、１〉；。、肋一肋。グＡ〃。ｇヅ舳舳加ブＲ勿・〃ｏＺ　Ｄ舳Ｚ・〃・〃舳６Ｇズ・・び肋， Ｃｍｎｄ・２２０６）という２つ

の政府白書が公刊された。こうして，後述する新規の地域政策諸立法（１９６３年地方雇用法，１９６３年

財政法〈資本控除条項〉及び１９６３年都市 ・農村計画法）とその推進とともに，１９６３年はイギリスにお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
ける地域政策展開の新段階を画する出発点となっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
　１９６４年１０月の総選挙でヒューム首相（Ｓ旺 Ａ１。。 Ｄｏｕｇｌ。。一Ｈ．ｍｅ ，Ｌｏ．ｄ　Ｈｏｍ。）が率いる保守党はウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９１）



　１２０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

イルソン党首（Ｈ・・ｏ１ｄ　Ｗｉ１・・ｎ）が率いる労働党に僅差で敗北し，労働党政権（第１次ウィルソン政

権）が成立する 。ウィルソン政権は発足直後に５つの新設省庁の１つとして経済省（Ｄ．ｐ。。ｔｍ．ｎｔ

ｏｆＥ。。ｎ．ｍ１． Ａｆｆ．１。。）を設置して大蔵省との経済管理の二重制度を導入し，前者は当初労働党副党

首＝ナンハー２のフラウン（Ｇ．ｏ．ｇ． Ｂ。。ｗｎ）が担当大臣（副首相兼務）として就任し，Ｏ長期経

済戦略と物的資源の管理，　国家経済計画の作成，　産業政策及び地域政策に関する多様な省

庁に亙る意思決定の王要調整機能を担当して一定の影響力を行使したが，独自の政策予算と執行

権限には乏しかった。こうした中で，ウィルソン政権は当初，保守党政権下のそれとは別個の中

期的経済計画を６５年９月に政府白書『国家計画』（丁加１〉；舳。舳ＺＰＺ舳，Ｃｍｎｄ２７６４／計画年度１９６４～

１９７０／経済省作成）の形で策定したが，６６年７月の３回目のポンド危機に対処するため第２次包括
　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
政策措置直後の９月に遂に放棄する 。管見する限りで，戦後イギリス経済政策史において経済成

長目標を設定した中期的経済計画を策定し多少とも推進しようとした試みは１９６３～６６年が初めで

最後であ った。（経済省は１９６９年１０月の政府機構改革の一部として廃止）

　戦後間もなく１９４７年から始まり短期的に反復される国際収支危機を最大の契機とした「ストッ

プ・ ゴー循環」はイギリスに「低成長」と相対的衰退の長期的継続をもたらし，それを克服する

試みである中期経済計画はその則提である産業設備投資の拡充による産業構造の改善や効率 ・熟

練（生産性）の向上さらには所得政策の推進等にことごとく失敗して製造業を中心とした国際競

争力の回復 ・強化が計れず，ポラードによれば「ストッ プ・ ゴー 循環」は１９７３年まで続いた。そ

の後，１９７３年の第１次石油危機の勃発と再燃した国際収支危機（１９７３－６）により７３～７９年の実質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）経済成長率（平均年率）はＯ．９％といういわば地を這うような低成長の状態に陥る 。

　こうした結果としての「ストッ プ・ ゴー循環」の継続と相対的な低成長 ・衰退の進行にも拘ら

ず， 中期的経済計画の策定とその推進の試みは，その不可欠な一部としての地域政策をヒース政

権前期の政策手段の選択的調整を除いて１９７５年まで積極的に展開させることになっ た。

　地域政策の積極的展開に関する第１次ウィルソン政権成立以降のフレームワークは以下の通り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コナーベイシヨン
である 。まずロンドン ・バーミンガム両集合都市圏を中心とした過密区域におけるオフィス立地

規制の立法化と工場立地規制の格段の強化を意図した１９６５年のオフィス ・産業開発規制法をプロ

ロークとして第２段階が始まり ，ＩＤＣ規制によるミソ ドランス及ぴ南東部における産業開発申

請否認率は１９６６年にピークに達する（図Ｖ －１を参昭）。 さらに１９６６年３月総選挙で１９４５年以来の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
安定多数（政治的フリーハンド）を獲得したウィルソン政権は旧労働党政権下で実施されていたヨ

リ広域的な開発区域制度を復活し，また従来の複合的な自由償却 ・投資補助金制度を高率の包括

的投資補助金制度へ統合し拡充を図る１９６６年産業開発法により ，早くも第３段階への移行が準備

される 。

　第３段階への移行を決定的にするのは１９６７年における２つの重要な政策措置の成立 ・施行であ

り， それが平年度べ一スで実施されたのは１９６８年からである 。すなわち，第１は，前年に立法化

した労使の制限的慣行による一般的な過剰雇用の排除（労働生産性の向上）と製造業への事実上の

輸出補助金給付を狙う ，選択雇用税（Ｓ．１。。廿ｖ． Ｅｍｐ１．ｙｍ．ｎｔＴ。。〈賃金税〉）導入及び製造業へのプ

レミアム付き払戻し（Ｓ．１。。ｔ１ｖ． Ｅｍｐ１．ｙｍ．ｎｔ　Ｐ。。ｍ１ｍ）： 賃金補助制度の実施（１９６６年財政法及ぴ

１９６６年選択雇用還付法／選択雇用プレミアムは開発区域を除き６８年３月末に廃止）のうえに，１９６７年の白

書『開発区域 ～地域雇用プレミアム』（Ｔ１加Ｄ舳妙舳〃ル。。ポＲ破。伽Ｚ伽〃。ツ倣〃Ｐズ舳ゴ舳，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９２）
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図Ｖ －１　 ミッ ドランズ及び南東部におけるＩＤＣ（産業開発許可証）規制による開発申請否認率（％）

　　　（１９６３ －７５）
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備考）否認率は，否認／認可十否認の百分率である 。
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。

Ｃｍｎｄ．３３１０／経済省 ・大蔵省提出）に基づく１９６７年財政法により開発地区の製造業には７年の時限

措置として地域雇用プレミアムという一般プレミアムの数倍の刺激誘因を導入したことである 。

第２は ，１９６７年１１月 ，地方雇用法体系（１９６０ ・６３年地方雇用法及び１９６６年産業開発法第２部［開発区域

に関する権限１）に基づき開発区域の中に炭鉱閉鎖に伴う特別の高失業区域を各種補助金を追加す

る新たな特別開発区域に指定したことである 。さらに，１９７０年には前年４月の白書『中問区域に

関する委員会報告（ハント報告）』（丁加〃ぴ舳４倣Ａ閉ふＣｍｎｄ３９９８／経済省提出）に基づき開発

区域への助成策で直接影響を受ける隣接区域を「中間区域」として助成対象とし（１９７０年地方雇

用法），開発区域を特別開発 ・開発 ・中間の３区域制とした（中問区域助成財源確保のため，開発区

域選択雇用プレミアムを７０年３月末廃止）。

　第３段階は１９６８年から１９７５年までという多少長期に亙るが，内政上の直接的な争点はほ “一貫

してインフレと失業（フィリッ プス曲線の世界）であり ，趨勢的に上昇基調にあ った失業率の下で

地域政策の後退は政権党の命取りになりかねなか った。強力な地域政策の展開にも拘らず失業率

の上昇トレンドを止めることができなか ったことは図Ｖ －２で表示されている 。

　この期問中に１９７０年６月の保守党の政権復帰（ヒース政権）さらに７４年３月の労働党への再度

の政権移行（第２次ウィルソン政権）という政権交代及び７３年１月のＥＣ加盟による共同体規則遵

守問題が絡み，地域政策は制度変更を含む複雑な展開となる 。保守党は元来競争と経営効率を重

視する姿勢から特に投資補助金よりはむしろ投資控除（自由償却）を選好し，ヒース政権は税財

政政策の見直しと地域政策の再編（３つの白書『新公共支出政策』［Ｎ舳戸。Ｚ肋。加ブＰ〃ゴ。 Ｅ功。〃 一

切ブらＯｃｔ１９７０，Ｃｍｎｄ４５１５／大蔵省１ ，『投資刺激誘因』［１〃閉肋舳〃肌３舳閉，Ｏｃｔ１９７０，Ｃｍｎｄ４５１６／大

蔵省 ・貿易産業省１〔〉『産業 ・地域開発』［／〃〃５炉〃舳６Ｒ６ｇゴｏ〃ｏＺＤ舳Ｚｏク肌〃，Ｍａｒｃｈ１９７２，Ｃｍｎｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９３）
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図Ｖ －２

　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

１９６３～７５年における地域別失業率の推移（％）
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備考）¢１９６３－７０年の失業率は年平均。１９７１－７５年の失業率は各年の年央雇用センサス及び６月の失業者数で計算
。

　　　　１９６６年及び１９７４年に標準地域区分に変更があるので時系列の厳密な比較は出来ない
。

資料）ＣＳＯ，〃３肋６な げＲ鋤ｏ舳Ｚ３物ぬ¢ゴ６３，Ｎｏ．
７． １９７１

，ｐ．３０；３ｏ， Ｎｏ ．９ ．１９７３
，ｐ．５１；ｄｏ，Ｒ鋤ｏ舳１８舳肋硲Ｎｏ． １２

．

　　１９７６，ｐ．１２３；ｄｏ，Ａ舳伽ＺＡろ５物〃 〆８伽紬｛６島１９８６ｅｄ．，
ｐ． １１４，より作成 。

４９４２／貿易産業省１）を通じて投資控除と投資補助金を組合わせる方式（１９７１年投資 ・建築物補助金法

〔〉１９７２年地方雇用法 ・同，産業法）を選択したが，第３段階を通じて全体としての地域政策経費水

準（年額３～４億ポンド）が低下することはなか った 。

　図Ｖ －３はＧＤＰ比率で見た地域政策支出（シリーズ（１）（２）には１９６３－６６年度及び１９７０－８２年度の投資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
控除［自由償却１という租税特別措置［税額控除１によるいわば「負の支出」は含まれていない）である

。

これによれば，年度べ 一スでは１９６６年から６７年にかけて支出水準が急増している 。１９６６年産業法

による投資補助金が平年度べ一スとなるとともに１９６７年財政法による地域雇用プレミアムの給付

が同年９月から開始されたからである 。それ以後１９７５～７６年度まで高原状態が続いている 。また

政策の方向転換と支出水準の趨勢との間にタイム ・ラグを読み取ることができる。ともあれ，筆

者は暦年べ一スの１９６６～６７年を第１段階と第３段階との政策展開の中問段階：過渡期と見傲して

分析を進めたい 。

　こうして，保守 ・労働両政権に共通したイギリスの（相対的）衰退：英国病に歯止めをかける

高成長を目指す経済政策はその不可欠の一環として地域政策の長期に亙る積極的展開を随伴した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９４）
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　図Ｖ －３　ＧＤＰ比率で見た地域政策支出
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　　　　　　　　　　　　　備考）Ｑ年次は会計年度（４～３月）である 。　シリ

　　　　　　　　　　　　　　　　 ーズ（１）は地方雇用諸法による地域支出及び１９６６

　　　　　　　　　　　　　　　　年産業開発法の投資補助金を含む。シリーズ（２）

　　　　　　　　　　　　　　　　はスコットランド ・ウェールズ両開発庁による支

　　　　　　　　　　　　　　　　出を含む（シリーズ（１）には含まれない）。 ２つの

　　　　　　　　　　　　　　　　シリーズとも地域開発補助金，選択財政助成及び

　　　　　　　　　　　　　　　　地域雇用プレミアムを含む。　２つのシリーズは ，

　　　　　　　　　　　　　　　　全期間を通じて厳密に比較可能な資料が利用不可

　　　　　　　　　　　　　　　　能なために呈示された 。

　　　　　　　　　　　　　　資料）Ｈ．Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ＆Ｊ，Ｔａｙ１ｏｒ（１９８５） ，Ｒ伽ｏ舳Ｚ

　　　　　　　　　　　　　　　　厄６０〃ｏ〃６Ｍ〃Ｐｏ伽ツ，ｐ
．１７７，より借用 。

が， 以下，それを第１段階（１９６３～６５年），第２段階（１９６６～６７年）及び第３段階（１９６８～７５年）の

３段階に区分して分析したく思う 。

１）Ａ．Ｃａｉｍｃｒｏｓｓ，ｎ６〃〃５んＥ６０〃ｏ榊５加６６１９４５，ｐ
．１４２

２）　ｃｆ ，Ｆ　Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ ＆Ａ　Ｃａｍｃｒｏｓｓ（ｅｄ）（１９９２） ，丁加Ｌ６ｇ０６ツげ〃３Ｇｏ〃伽Ａｇ３ 丁加１９６０Ｍ〃

　此６か ６６０〃ｏ刎た ６０狐６ｇ吻〃“５，Ｒｏｕｔ１ｅｄｇｅ

３）　Ｓ　Ｂｒ１ｔｔａｎ，ｏク６〃 ，ｐ２３２

４）　Ｂｒｉｔｔａｎ
，ｏ声６北， ｐ． ２３９

５）Ｂ，１。飢 。ク 。・ ，Ｐ２３３ －４５ ，ＦＴＢ１・・ｋ・ｂｙ（１９７９） ，‘‘Ｎ・・…１・・，１９６０ －７４
’’

１・ＦＴＢ１・・ｋ・ｂｙ（・ｄ）

　（１９７９）
，Ｂ ブ、な、５んＥ６０〃ｏ舳６

ＰｏＺ２リ１９６０－１９７４　Ｄ６刎舳ゴ〃伽ｏｇ６刎６〃，Ｃａｍｂｒｌｄｇｅ　Ｕｍｖ　Ｐｒｅｓｓ，ｐ

２１ ，ＭＰｍ・。一Ｄ。。。ｈｍ・ｋｙ（１９８７） ，‘‘

Ｆ・・ｍＭ・・ｍｌｌ・… Ｈ・ｍ・，１９５９－１９６４
’’

ｍＰＨ・ｍ…ｙ＆ＡＳ
・１

　ｄｏｎ（ｅｄ）（１９８７）
，肋伽ｇＰ６巾舳肌６，ｐｐ１５１－ ２，

ＭＷＫ１ｒｂｙ（１９９１） ，‘‘ Ｓｕｐｐ１ｙ －ｓ１ｄｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔ”

　ｉｎ　Ｎ
．Ｆ．Ｒ．Ｃｒａｆｔｓ

＆Ｎ．Ｗｏｏｄｗａｒｄ（１９９１），丁加肋榊Ｅｃｏ〃ｏ刎ツ５伽６１９４５，Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖ　Ｐ
ｒｅｓｓ・Ｐ

　２４４

６）　Ｂ
ｒ１ｔｔａ叫ｏク６〃 ，ｐｐ９９，２６０ ，Ｂ１ａｃｋａｂｙ

，ｏ戸６〃 ，ｐｐ２１－２， Ｐｍｔ－Ｄｕｓｃｈｍｓｋｙ
，ｏク６〃 ，ｐｐ１５１－ ２，

　Ｐａｒｓｏｎｓ
，ｏ戸泓，ｐ．１５０；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ声泓，ｐｐ

．２２３ －５

７）ＮＥＤＣ（１９６３），Ｃ。〃〃ｏ郷ハ舳ｏ〃肋Ｚ〃ｏ ハ０５炊Ｇズｏ肋肋，ＨＭＳＯ，ｐ
．１４（Ｃ

．一
Ｒｅｇｉｏｎａ１Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ）

一

８）１９６３年を「イギリスにおける地域政策展開の新段階を画する出発点」と見傲す根拠は，１９５１～６２年

　の期間と対比して，１９６３年を境として，第１に地域間工場移転（新設）動向において立地劣位にある

　開発地区（開発地域）が繁栄地域であるミッ ドランズ ・南東部を凌駕するようになっ たこと ，第２に

　全国比較で構造劣位 ・立地劣位にある開発地区（開発区域）における製造業雇用者の実数値が「政策

　不在」条件から予測される期待値を大きく上回るようになっ たこと ，にある ・（Ｂ・Ｍｏｏｒｅ ＆Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９５）



１２４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　 Ｒｈｏｄｅｓ，Ｅｖａ１ｕａｔｍｇ　ｔｈｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｂｒ１ｔｌｓｈ　Ｒｅｇ１ｏｎａｌ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｐｏ１１ｃｙ，１１；６０〃ｏ舳６ Ｊｏ脈舳１，Ｖｏ１８３
，

　　Ｍ…ｈ１９７３・ＰＰ８３－１１０ ，ｄ・，Ｒ・ｇ１…１Ｅ・…ｍ１・ Ｐ・１ｌ・ｙ・・ｄＭ…ｆ・…ｍｇＦｍ… Ｄ・・。１．ｐｍ。。・

　　Ａｒｅａｓ
，１１；６０〃ｏ刎ゴ６０，Ｖｏ１．４３，Ｆｅｂ．１９７６

，ｐｐ
．１７－３１）

．

　９）マクミラン首相は，既に言及した１９６２年３月の補欠選挙敗北，それに続くパニツ クの兆候と見られ

　　た７月のロイト蔵相初め７名の閣僚の解任，６３年１月のトコール仏大統領による英国のＥＥＣ加盟拒

　　否，２月の約９０万人という戦後最高の失業率，さらには一連のスパイ ・機密漏洩事件の発覚（その極

　　めつけは６３年６月の周知のプロヒューモ陸相事件）と世論調査における労働党の大幅リードの継続と

　　いう政治状況の中で，６３年１０月 ，失意の内に辞任した 。

　　　そして，予想外のヒュームが党首＝首相の地位を継承し，総選挙を１７２２年以来，平時では初めての

　　任期満了まで遅らせて実施したが敗北した。（Ｐｍｔｏ－Ｄｕｓｃｈｍｓｋｙ
，ｏク６〃 ，ｐｐ１５２ －４ ，Ｄ　Ｂｕｔ１ｅｒ

，ｏク

　　 ６払，ｐｐ．１９－２３；Ｆ　Ｃｏｎ１ｅｙ（１９９０） ，Ｇ伽伽Ｚ〃〃ゴｏ〃〃ｏ３似Ｍａｎｃ
ｈｅｓｔｅｒ　Ｕｎｉｖ　Ｐ

ｒｅｓｓ，ｐｐ．９－１０
．　

ｃ£
，

　　 Ｋ　Ｒｏｂｍｓ（ｅｄ）（１９９０）
，Ｂ〃納Ｐｏ〃伽Ｚ　Ｌ伽 ２〃 〃６２０〃Ｃ伽〃似Ｂ１ａｃｋｗｅｌｌ，ＰＰ２０９－１３［Ｈ

ｏｍｅ ，

　　Ｌｏｒ
ｄ１ ．）

１０）Ｂ・１・伽・〃・ ，ＰＰ３１０－１５，３１８ －６６ ，Ｂ１・・ｋ・ｂｙ
，功 ・・ ，ＰＰ２８－４３（Ｏ…ｂ・。１９６４・。 Ｄ。。ａ１．ａ．１。。）

，

　　Ａ　Ｃａｍｃｒｏｓｓ，丁加Ｂ〃肋亙６０〃ｏ榊５肌６１９４５，ｐｐ１５１－６８

１１）ｃｆ ，Ｓ　Ｐｏｌ１ａｒｄ，

丁加肋５伽ｇげ伽肋脇亙６０〃ｏ刎以３Ｃａｕｓｅｓ　Ｂｅｈｍｄ　Ｃａｕｓｅｓ　Ｗｈｙ　Ｈａｓ　Ｉｎｖｅ，ｔ

　　ｍｅｎｔ　Ｂｅｅｎ　Ｌｏｗ？ ポラートによれは，イキリスのほとんとの経済危機は国際収支赤字を出発占とし

　　それが景気循環の主要な転換点（１９４７年，１９４９年，１９５１年，１９５５年，１９５７年，１９６１年 ，１９６４－７年
，

　　１９６８年，及び１９７３－６年）をなした
。

１２）　Ｂｕｔ１ｅｒ
，ｏ声６拡，ｐｐ．２３－５；Ｃｏｎ１ｅｙ

，ｏク６批， ｐｐ．１１－Ｚ

１３）新規のプラント ・機械装置投資に対する自由償却は大企業の場合，開発地区では１０％に相当する投

　　資補助金と算定され（Ｂｒｉｔｔａｎ
，ｏク泓，ｐｐ．２７６－７），筆者による諸般の関連資料の諸統計に基づく概算

　　（年額）では，６０年代半ばで３－５０００万ポンド，７０年代前半で７０００万～１億ポンドの投資補助金と同等

　　であり ，ＧＤＰ比率のほ “０ ．１％に相当する 。

Ｗ－１　第１段階（１９６３－６５）～地域政策の「高成長」経済政策への統合の試み

　第１節では，先ず戦後イギリス地域政策の積極的展開への転換点となっ た１９６３年の各種政策文

書・ 白書を分析し，第２にそれらに盛り込まれた政策構想から立法化された１９６３年の地方雇用法
，

都市 ・農村計画法及び財政法（開発地区における投資控除特例措置）を取り上げ，特に地方雇用法に

関する下院における保守 ・労働両党の政策論争の特徴を摘出し，最後に，第１段階（１９６３～６５年）

における地域政策の実際とパフォーマンスを評価することにしたい
。

　Ｖ －１－１１９６３年～地域政策展開の新段階を画する転換点

　１９６３年はイギリスの政治的伝統から見れば，総選挙の年と見られていた。政権党は通常，総選

挙の前年または／及び当該年の財政金融政策において人気取り政策を打ち出して景気回復 ・好景

気局面の創出に努める 。しかし，１９６１年の国際収支危機に対する所得政策の採用を含む７月緊縮

政策措置（危機対策）と補助的デフレ計画を条件とする７億ポンド余のＩＭＦクレジ ット制約下に

おいて，１９６２年度予算は失業率２％以下という情勢の下でいわゆる景気中立型にならざるをえな

かっ た。 これは景気循環管理の不幸なタイム ・ラグを生むことになり ，６２～６３年の冬には失業 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９６）



　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一１（若林）　　　　　　　　　　　１２５

地域問題は前回総選挙前よりも僅かではあるが悪化していた。６３年１月の失業率は３ ．３％，２月

は３ ．６％，３月の開発地区の失業率は６ ．５％であり ，世論調査では労働党が保守党を大きくリード

し保守党内ではマクミラン首相更迭の動きも顕著となり ，彼は新たな政策展開を必要としていた 。

マクミランは高水準の失業を受け入れた官庁エコノミストに対して直感的かつ激列な対抗意識を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
示し所得政策を伴う（インフレなき）成長戦略で政権危機を乗り切ろうとしていた 。

　こうした情勢と平行かつ重なりながら ，前述した同年７月のロイド蔵相を初め７名の閣僚の解

任と入れ替えは，二条の系譜で新たな地域政策を準備する 。すなわち ，第１の系譜は６１年７月危

機対策の中に盛り込まれたＮＥＤＣの設置提案と翌年３月の発足以降の「高成長」を目指す中期

経済計画の中に不可欠の一部として打ち出された高失業 ・低繁栄（人的資源予備）地域を対象と

した地域政策であり ，第２の系譜は同時に発足した人口と雇用に関する閣僚委員会（議長／住宅

＆地方行政相兼ウェールズ相）を出発点とし，一方ではロンドン等の過密地域における従来の工場

立地規制に加えてオフィス立地規制を対象とし他方では特にスコットランド及び北東部を具体的

対象とする地域政策の総合化による国土計画の試みである 。

１４）　Ｂｎｔｔａｎ
，ｏク６〃 ，ｐｐ１７３，２５５－６ ，２６４ －６，２７５－６ ，Ｂ１ａｃｋａｂｙ

，ｏ〃６〃 ，ｐｐ２２－５

　Ｖ －１－１－１「高成長」を目指す中期経済計画の策定と地域政策の位置　　ＮＥＤＣは官僚を

含む常勤職員による事務局（国家経済開発局［Ｎ・ｔ１・ｎ・１Ｅ
・・ｍ・ｍ１・

Ｄ…１・ｐｍ・ｎｔ　Ｏ茄・・＝ＮＥＤＯ１）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
もつ通常の政府機構から独立した機関として設置され，１９６２年３月の初会合でその目的を次の３

つに設定した。すなわち ，第１に，産業の民間 ・公共両部門における将来計画策定という特定の

関心からこの国の経済パフォーマンスの審査，第２に，ヨリ迅速な成長の障害 ・効率の改善方

法・ わが国の資源は最善の利用がなされているかに関する相互検討，第３に，経済パフォーマン

ス， 競争力及び効率を改善する ，したがって健全な成長率を引上げる方法に関する合意を追求す

　　　　　　１６）
ること ，である 。

　ＮＥＤＣスタ ッフと大蔵省官僚との間で審議会会合で成長率をめぐる論争があ ったが，６２年５

月の会議でＮＥＤＯが提案した１９６１～６６年における年率４％成長目標が「解決すべき諸問題を明

白にする見込みがあり ，…　思考の焦点を高成長の諸問題に合わせる一助となる ，合理的で野心

　　　　　１７）
的な目標数字」として早くも受け入れられた。大蔵省は高成長にとっ ての障害と困難を重視し過

去の趨勢は年率３％成長と考えていたが，ＮＥＤＯは成長計画の仮設から出発し将来の改善の見

込みを重視した。そして，４％という成長目標は発足問もないケネディ政権がＯＥＣＤ会合で表

明した向う１０年間における５０％成長目標（年率４％）の提起やＥＥＣ諸国の成長実績に示唆された ，

といわれる 。ともあれ，大蔵省官僚の一貫した極端な懐疑論が氷解されない中で，１９６１～６６年に

おける年率４％成長目標が６３年２月４日のＮＥＤＣ会合で公式に承認されＮＥＤＣ報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
（Ｇヅ。側肋げ伽び。伽４Ｋ加ｇゴ。舳。１９６６）で公表された 。

　同時に，それに先立つ１月２４日のＮＥＤＣ会合にＮＥＤＯ総局長から提出されたこの成長目標

を達成するための諸条件に関する報告書は論議を通じて修正され，４月５日のＮＥＤＣ会合で公

刊が承認された。そこで ，本文５４ぺ 一ジからなる『高成長に資する諸条件』と題するこの報告書

の骨子と地域政策に関する概要を検討しよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９７）



　１２６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　報告書は８つの大項目（Ａ 一教育と経済成長，Ｂ 一労働力の移動と余剰，Ｃ 一地域問題，Ｄ 一国際収

支政策，Ｅ．一 税制，Ｒ 一需要水準，Ｇ．一 物価と所得，Ｈ．一 政府，経営者及び労働組合）から構成されてい

る。

　中期的后成長を目指すマクロ経済指標　　マクロ経済レベルの主要な数値目標は表Ｖ －１の通

りである（国内産業投資の目標値は示されていない）。 ここから判断される最も重要な政策問題は ，

○国際収支を改善する基本的条件である貿易収支の改善，就中，５０年代に年率３％であ った輸

出増加率を５％に引上げること ，＠労働生産性の大幅な向上と（１人当り）貨幣所得増加率を労

働生産性上昇率と一致させること ，　それにより物価を安定させ国際競争力を回復すること

（所得政策目標の達成）である 。これらは１９５０年代の動向と実績に比べて飛躍的な改善を必要とす

る。 対外的にはＧＡＴｒルールに抵触する短期的な輸入制限 ・輸出促進の特別措置や資本輸出制

限・ 為替管理を含み，国内的には労使一体となっ た産業合理化投資 ・構造改善及ぴ生産性向上の

推進　さらには賃金コストプ ソシュ ・インフレを抑制する貨幣賃金率引上げにおけるｒ生産性基
　　　　　　　１９）
準原理」の採用等，従来の労使関係では考えられない労働者 ・労働組合の協調的姿勢が要請され

ている 。ＴＵＣ代表がＮＥＤＣ会合でこの報告書を了承した経緯は不明であるが，既に言及した

　　　　　　　　　　　　　ように，彼等はこの審議会を賃金抑制機能として利用しないことを

表Ｖ－１　１９６１－６６年の「高　　参加条件にしていたことが想起されてよい
。

　　　成長」の諸条件
　　　　　　　　　　　　　　大蔵省高級官僚はＮＥＤＣ目標値全体に懐疑的であり特に中期経
実質経済成長率　　４％

輸入増加率
　　　

４％
　　　　済計画の根幹をなす「ストッ プ・ ゴー循環」からの脱却の鍵を握る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）輸出増加率　　　 ５％　　　輸出目標値には強い疑問を持っていた。他方，モードリング蔵相は
　（工業製 口　　　　５Ｘ％）

労働生産性増加率３／％　　　ＮＥＤＣに対する初期の懐疑論から活用論へと姿勢を変更し，大蔵

貨幣所得増加率　 ３／％　　　省内では４％目標の撤回は国民にフラストレーシ ョンと失望のムー

備考）すべて年率である。　　　 ドを生み出すことを鮮明にし，ＮＥＤＣには所得政策目標への支持　資料）ＮＥＤＣ（１９６３） ，Ｃｏ〃 ・

　　伽・郷 肋・舳”・二・　　を期待し，１９６３年４月３日の下院本会議でのモードリング蔵相の６３
　　１「０３蛇７　Ｇ”ｏ吻３ゐ，　Ｐａｓ

一

　　 。ｉｍ，より作成。　　　　　年度予算演説はほとんど『高成長に資する諸条件』に沿った内容の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
　　　　　　　　　　　　　ものであ った 。

　地域政策に関する新提…　　さて，本題の地域問題に関する報告書の提言は以下の通りである 。

　第１に，「地域問題」と題する章の冒頭で，報告書は従来低繁栄地域における政治的に耐え難

い失業率を防ぐための政策経費はそこから生じうる経済的利益とは無関係な国民にとっ ての必要

な負担と見傲されてきたが，¢相対的高失業率と相対的低活動率は重要な労働予備（１ａｂｏｕ。

・ｅ・・耐ｅ・）を意味しそれを雇用へと引き出すことは国民的な雇用と成長に重要な貢献をすること
，

　地域政策措置（刺激誘因）の強化は国民的成長率の引上げによりその成功が保証されること
，

　さらに地域開発政策の究極的目的は可能な限り迅速に自立的成長の段階に到達すること ，で
　　　　　　　　　　　　　　　２２）
あるといわば発想の転換を提唱した 。

　第２に，政策経費との関係での地域開発の効率を取り上げ，追加雇用１人当り純経費 ・雇用に

伴う生産 ・税収増加と失業者に対する失業手当 ・援護費を比較し（因に報告書における推定と筆者

の推計によれば１９６０～６２年度の地域政策経費における追加雇用１人当り年問純経費は約２５０ポンド，低繁栄

地域における失業者１人当り支給額は年問約１８０ポンドである），低繁栄地域に十分な成長がもたらされ

るならは政策経費は国全体にとっ て極めて価値のあることであるとして，その増額に言及する 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９８）



　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一１（若林）　　　　　　　　　　　１２７

その中には例示的に，¢既に全国レベルの産業投資振興策として６２年１１月から実施された新規

プラント ・機械装置（３０％）及び工業用建築物（１５％）に対する投資控除水準に開発地区におけ

る地域差別的制度を導入すること ，　開発地区における新規プラント ・機械装置に対する２０％

の資本補助金の供与や　４～５年の毎利子期問を含む総投資額の８０％のローンの供与（後２者の

政策経費を年６－７０００万ポンドと推計）を事実上提案し（以上の提案は多かれ少なかれ後述する１９６３年の政

策立法に盛り込まれた），また　行政上の困難等なお難問のある労働（賃金）補助金の検討（総経費

１億ポンド／財源としての過密区域における雇用課税）をも提案（ウィルソン労働党政権下の１９６７年財政

法で別な形で実現）して，さらに　地域問 ・職種問の失業者に対する未充足欠員の不均衡に着目

し民問企業への補助金給付を含む政府による手厚い余剰労働者の訓練 ・再訓練を地域政策の重要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
な柱の一つにすること（１９６４年産業訓練［労働者再訓練１法に結実）を改めて提起した 。

　第３に，一方で商務省による必ずしも開発地区への立地促進に繋がらないＩＤＣによる工業立

地規制はヨリ積極的な刺激誘因の強化と結合することを強調するとともに，他方で従来の立地規

制は工業開発のみを対象としていたことがセントラル ・ロンドンに集中したオフィス建設とオフ

ィス雇用の急増を引き起こした問題を指摘する 。すなわち ，こうした集中は６３年２月に議会に提

出された都市 ・農村計画法案で提案されている立法措置で抑制すべきことを提唱し，同時に最近

１０年問（１９５１～６１年）における地域間人口移動が特にロンドン ・南東部及びミッ ドランズに深刻

な過密問題（両地域の人口増加約２００万人のうち８０万人が移住者）をもたらし，放置すれば今後２０年間

で４００万人以上（うち移住者２／５の１６０万人）の人口増となると警告し，低繁栄地域の高失業問題を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
地域間移動と現地立地振興による遊休労働力吸収によっ て解決することを提起している 。

　最後に，従来の地域政策の発想の転換を図 った結果である１９６０年地方雇用法における局地的高

失業地点を対象とする開発地区政策（第５章で分析）を修正して成長拠占（ｇ．ｏｗｔｈ　ｐ０１ｎｔ。）または

成長区域（ｇ。。ｗｔｈ。。。。。）という概念を採用し ，¢集中的かつ重占的な社会資本（公共投資）整備

と結合して，　産業複合体を含むヨリ多くのヨリ広範な多様性のある企業を誘致して競争力あ

る地域産業構造を創出し，　余剰労働力を吸収することを提案した。ここでの成長拠占概念と

はヨリ大きな区域を射程に入れ現行開発地区よりはヨリ広い（条件の良好な）立地選択を行なう

とともにその立地は可能な限り高失業区域の内部または通勤可能な隣接地とし，若干の場合には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）２６）
特別助成により遠隔地点の失業者を移住させることを想定したものである 。同時に，少数の区域

に成長拠点が集中する政策の選択は，大衆民王王義下で選挙の洗礼を受ける下院議員と選挙区の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
関係から政治的困難を引き起こすことも明白である 。ともあれ，この成長拠点概念は，次項で分

析するように，地域政策関連自書で積極的に展開されているが，その直接の淵源は６２年７月に設

置されその夏に（秘密）報告されたといわれる人口と雇用に関する閣僚委員会報告である 。

　以上のＮＥＤＣ報告書が基礎となっ て，一方では，１９６３年の地域雇用法案と財政法案（第３章

資本控除，特に開発地区における投資控除特例措置）が提出されるとともに，総選挙準備を強く意識

してそれらの具体化のための対象としてスコットランド及びイングランド北東部を選択してケー

ス・ スタティを行なっ て白書化する伏線となり ，他方では，次項で検討するように，ほ “同時平

行的に，ロンドンの過密問題，特にセントラル ・ロンドンのオフィス立地とオフィス雇用の過度

な集中を抑制する（１９６３年都市　農村計画）法案準備のための政策構想を提起する白書作成につな

がっ たのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９９）



１２８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　１５）Ａ　Ｃａ１ｍｃｒｏｓｓ，丁加ル伽ん亙６０刎ｏ刎ツ舳６３１９４５，Ｐ１４２ ，Ｋ１ｒｂｙ
，ｏ〃６〃 ，Ｐ２４４

１６）ＮＥＤＣ（Ａｐｒ１９６３），Ｃｏ〃物ｏ郷ハ伽ｏ肌肋〃ｏハ０５炊Ｇｒｏ肋ん，ＨＭＳＯ，ｐ　ｖ（Ｉｎｔｒｏｄｕｃｕｏｎ）

　１７）　Ｂｒｉｔ切ｎ
，ｏ声６〃，ｐ．２６４

　１８）　Ｂｒ１ｔｔａｎ
，ｏク６〃 ，ｐｐ２６３，２７８－９

　１９）　ＮＥＤＣ，ｏクｃ〃 ，ｐａｓｓｌｍ

２０）　Ｂｒ１ｔｔａｎ，ｏクｃ〃 ，ｐ２７８

２１）　 Ｂｒ１ｔｔａｎ
，ｏ少〃 ，ＰＰ２７９－８０ ，Ｐ〃伽舳伽切びＤ３加肱（Ｈ伽蜘〃）（１９６２－６３） ，５ｔｈ　Ｓ

ｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１６７５
，

　　Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ
ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ，ｃｏ１ｓ ４５４－５８９（Ｂｕｄｇｅｔ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＜Ｔｈｅ　Ｃｈａｎｃｅｌ１ｏｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅｘｃ

ｈｅｑｕｅｒ

　　［Ｍｒ　Ｒｅｇｍａ１ｄ　Ｍａｕｄ１ｍｇｌ〉）

２２）　ＮＥＤＣ，ｏク６批，ｐ．１４

２３）　ＮＥＤＣ，ｏ声６批， ｐｐ
．１８－９，２２－５

２４）ＮＥＤＣ，ｏク〃 ，ｐｐ１９－２０ｃｆ ，ＦＷＯ１１ｖｅｒ（１９６４） ，Ｉｎｔｅｒ－ｒｅｇ１ｏｎａ１Ｍｇｒａｔ１ｏｎａｎｄＵｎｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ
，

　　 １９５１－ ６１，Ｊｏ〃閉〃げ〃３Ｒｏツ〃８勿なあ比ｏＺ８０６如似Ｓｅｒｉｅｓ　Ａ，Ｐｔ．１ ．１９６４
，ｐｐ

．４２ －７５

２５）　ＮＥＤＣ，ｏク６〃 ，ＰＰ２５ －７ ，Ｒａｎｄａｌ１
，ｏ少６〃 ，Ｐ３３ ，Ｊ　Ｂ　Ｐａｒｒ（１９７９） ，Ｓｐａｃ１ａｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｓ　ａ　Ｆａｃｔｏｒ

　　ｍ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｒｅｇ１ｏｎａｌ　Ｐｏｌ１ｃｙ，ｍ　Ｄ　Ｍａｃ１ｅｎｎａｎ ＆Ｊ　Ｂ　Ｐａｒｒ（ｅｄｓ）（１９７９），地ｇｌｏ舳１

　　 Ｐｏ”眺ｐ鮒Ｅ幼加６舳伽４１Ｖ；舳Ｄ舳６〃ｏ侭ＰＰ．１９９－２０６；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ声６机，
ＰＰ．２０８ －２２．ところで

，

　　成長拠点概念は低繁栄地域に限定されたものではなく ，一般的には過密地域の人口を分散し吸収する

　　域内開発拠占に関する概念でもあることを銘記すべきであろう 。

２６）成長拠点概念は理論的系譜から見ると１９５５年のフランスのペロー（Ｆ．Ｐｅｒｒｏｕｘ）の成長極点

　　（ｇｒｏｗｔｈ　ｐｏ１ｅ）概念の提起（“Ｎｏｔｅ　ｓ岨１ａ　ｎｏｔ１ｏｎ　ｄｅｓ　ｐ６１ｅｓ　ｄｅ　ｃｒｏ１ｓｓａｎｃｅ ”，

厄６０〃ｏ舳３ Ａ〃伽〃島１＆

　　
２． １９５５）に始原をもっ ている ，と言われる 。すなわち，爾余の産業を牽引する基軸的な急成長産業

　　部門を説明するとともに，またこれと同様の現象が存在する都市の塊状集積（ｕｒｂａｎ　ａｇｇ１ｏｍｅｒａｔ１ｏｎ）

　　概念として使用されたのである 。その後に，それが地域計画概念に応用されたのである 。（Ｊ．Ｂ．Ｐａｒｒ
，

　　 ○ク〃 ，ｐｐ１９９，２０８）ｃｆ ，Ｄ　Ｆ　Ｄａｒｗｅｎｔ，Ｇｒｏｗｔｈ　ｐｏ１ｅｓ　ａｎｄ　ｇｒｏｗｔｈ　ｃｅｎｔｅｒｓ　ｍ　ｒｅｇ１ｏｎａ１ｐｌａｎｎｍｇ＿ａ

　　 ｒｅｖｉｅｗ，Ｅ舳かｏ〃刎６〃＆戸加舳加ｇ　Ｖｏｌ．１．１９６９，ｐｐ
．５－３２

２７）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏか６狙， ｐ． ２１０

　Ｖ －１－１－２１９６３年における地域政策関連白書　　人口と雇用に関する閣僚委員会報告は

¢既存諸政策の達成度の再評価と　成長拠点戦略に向かう論拠を迫る多くの重要問題を政府に

残した，といわれる 。そして，この「成長拠点」は６１年７月のロイド蔵相の緊縮政策措置がイギ

リスにおける南北問の経済的社会的不平等を加速する危険があると指摘した新聞界が熱心に取り
　　　　　　　　　　２８）
上げた着想でもあ った。こうした中で，先ず６３年２月 ，人口と雇用に関する閣僚委員会の議長で

あるジ ョセフ（Ｓｉ・ ＫｅｉｔｈＪｏ・ｅｐｈ）住宅 ・地方行政相兼ウェールズ相によっ て所謂 ロンドン白書

（『ロンドン～雇用，住宅，土地』［工・〃。・。 厄卿Ｚ・Ｗ・〃。 Ｈ… 加ｇ ．Ｌ伽４，Ｃｍｎｄ．１９５２１）が公表され
，

次に同年１１月にはほ “同時に，『セントラル ・スコットランド～開発と成長のための計画』及び

『北東部～地域開発と成長のための計画』という白書が公表された
。

　後の２つの白書はいずれも差し迫る総選挙に対する高失業の政治的圧力とＮＥＤＣ中期経済計

画における地域問題という新たな地域計画への政策的関心を反映したものであるが，マクミラン

が， ６３年１月 ，特に商務省所管の北東部白書委員会の議長に彼の盟友で保守党リベラル派の重鎮
，

枢密院議長兼科学相のヘイルシャム卿（Ｌｏ・ｄ　Ｈ・ｌ１・ｈ・ｍ［Ｈ・ｇｇ，Ｑｕｍｔｍ（Ｍ・Ｇ…１） ，Ｂ…ｎ　Ｈ・１ｌ・ｈ・ｍ

　　　　　　２９）
ｏｆＳｔＭ。町１．ｂ．ｎｅ１）をいわは北東部担当相に据えたのは政治的プロパカンタの有効性をも狙 った
　　　　　３０）
ものであ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００）
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　以下では，まずロンドン白書を要約し１９６３年都市 ・農村計画法の概要を分析し，次に特にセン

トラル ・スコットランド白書（北東部白書の基本的構想は全く同じ）を検討する 。１９６３年地方雇用法

及び１９６３年財政法に関しては項を改めて分析することにしたい 。

２８）　Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ
戸． ｏ〃

．， ｐｐ．１５０，１６６（Ｎｏｔｅ６８）

２９）　Ｒｏｂｍｓ，ｏ戸ｏ〃 ，ｐｐ１７９－８１（Ｈａｌ１ｓｈａｍ　Ｌｏｒ
ｄ）

３０）Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ戸ｏ〃 ，ＰＰ１５０－１ ，Ｐ　Ｓｅ１ｆ（１９６４） ，Ｒｅｇ１ｏｎａｌ　Ｐ１ａｎｍｎｇ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｍａｃ
ｈｍｅｒｙ　ｏｆ　Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ ，

　　１Ｄ〃舳６ Ａ４舳舳炉肋ｏ〃，Ｖｏ１４２－Ａｕｔｕｍｎ，Ｊｏｕｍａ１ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａ１Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｐｕｂ１１ｃ　Ａｄｍ１ｍｓｔｒａｌｏｎ
，Ｐ

　　２２８

　ロンドン白書におけるオフィス規制提案の特徴と１９６３年都市 ・農村計画法　　１９６１年にマクミ

ラン政府は今後２０年間に亙る南東部全体の土地需要の事前評価を実施し広範な分野におけるロン

ドン問題の解決策を追求することを決定し，住宅 ・地方行政省内部でそのための調査研究が組織

された。この調査研究作業の進行過程は前述したＮＥＤＣの中期経済計画作成過程と重なり ，南

東部調査研究の報告書の完成に先立 って６３年２月に『ロントンー雇用 ・住宅 ・土地』（Ｍｍ１．ｔ。。ｏｆ

Ｈｏｕｓｍｇ＆Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｍｅｎｔ，ａｎｄ　Ｍ１ｍｓｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｗｅ１ｓ ｈ　Ａｆｆａ１ｒｓ（Ｆｅｂ１９６３） ，Ｌｏ刀ゴｏ〃＿Ｅ砂１ｏＷ〃

Ｈ。。伽ｇ ｊ　Ｌ舳６，Ｃｍｎｄ．１９５２，ｐｐ．１６）と題する白書がＮＥＤＣの最初の報告書と同時に公刊された 。

図Ｖ －４ 『ロンドン白書』におけるロンドン ・首都圏の空間区分図
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資料）Ｍｍ１ｓｔｅｒ　ｏｆ　Ｈｏｕｓｍｇ＆Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ，ａｎｄ　Ｍｍ１ｓｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｗｅ１ｓｈ　Ａ伍ａ１ｒｓ（Ｆｅｂ１９６３）Ｌｏ〃ｏ〃一Ｅ卯Ｚｏツ倣〃

　　　Ｈｏ秘３雌ユ舳４，Ｃｍｎｄ．１９５２，ＨＭＳＯ，ａ　ｉｎｓｅｒｔ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｐｐ ．８ －９，より借用 。

（４０１）



１３０ 　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

表Ｖ－２　白書『ロンドン～雇用，住宅，土地』における政策提案の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本白書の狙い】

（１）本白書は，向う１０年に亙るロンドン＊ 内及び周辺における雇用，住宅及び土地の諸問題に関するものである 。

（２）　ここに概括された政策はスコットランド及び北部からの人口移動を減少させようとする政府の断固とした決意を念

　　頭に置くものである 。

（３）向う２０年に亙るロンドン及び南東イングランドにおける就業機会，土地，交通及び住宅を調和させる必要性は地域

　　計画を必要とする 。

（４）地域研究は，ロンドン人にロンドン自体からかなり離れて住宅と就業機会を提供し，首都への圧力を緩和させる第

　　２世代のニュータウン及ぴ拡張タウン（ｅｘｐａｎｄｅｄ　ｔｏｗｎｓ）の必要性を検討するものである
。

Ｉ． 雇用

　¢　オフィス増加のヨリ効率的な計画的規制が必要である。これは，都市 ・農村計画法案の諸条項によっ て可能になる

　　であろう 。

　　　オフィス雇用のヨリ良好な配置が望ましい。本法案，オフィス立地局（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｏ舶ｃｅｓ　Ｂ皿ｅａｕ），及びセント

　　ラル ・ロンドン外にオフィス ・センターを設置することがこの達成に役立つであろう 。

ｕ． 住宅

　　　ロントンの二一スに応える場合，向う１０年間で少なくとも５０万戸の住宅が皿要であり ，また住宅整備を一層推進し

　　なければならない 。

　＠　既設住宅のヨリ良い利用の可能性を十分に検討するために，ロンドンでの公共及び氏間の賃貸住宅設備の利用及び

　　管理に関する調査を提案する 。

皿． 土地

　＠　現在完成に近ついている南東部研究は地域計画の策定へ帰結し，その中で第２世代のニュータウン及ぴ拡張タウン

　　が検討されるであろう 。

　＠　ロンドンで遂行される全ての再開発にも拘らず，ロンドンの二一ズを満たす有効な行動はその外部に十分適当な土

　　地を確保することである 。

　¢　必要とされる土地のほとんどは首都圏外縁区域（ｔｈｅ　ｏｕｔｅｒ　ｍｅｔｒｏｐｏ１ｉｔａｎ　ａｒｅａ）榊で確保されねばならないであろ

　　う 。

　＠　公認グリーンベルト（ａｐｐｒｏｖｅｄ　ｇｒｅｅｎ　ｂｅ１ｔ）は重要な変更をせずに維持される 。但し，その主要な目的にとっ て必

　　要ではない若干の土地は住宅用に供しうるものとする 。手順を追 って，公認グリーンベルトは大幅に拡大するものと

　　する 。

付録１　セントラル ・ロンドンのオフィス（統計）

付録２　都市 ・農村計画法案

備考）　 ・本白書でのロンドンはロンドン 集合都市（ｔｈｅ　ｃｏｍｒｂａｔｉｏｎ）を意味する（ほ “グレータ ・ロンドンと一致する）。

　　　 ホ・ 首都圏外縁区域とはチャリング ・クロスから約４０マイルまでの集合都市外の区域を指す。（図Ｗ －４を参照）

資料）Ｍｍｌｓｔｅｒ　ｏｆ　Ｈｏｕｓｍｇ＆Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｍｍｅｎもａｎｄ　Ｍｍ１ｓｔｅｒ　ｏｆ　Ｗｅ１ｓｈ　Ａ丘ａ１ｒｓ（Ｆｅｂ１９６３） ，Ｚｏ〃ｏ〃一肋紬Ｗ刎
　　Ｈｏ〃３加ｇユ伽ゴ，Ｃｍｎ吐１９５２，ｐｐ

．２，１３－６，より作成 。

（白書全体の狙いと政策提案の概要は表Ｖ －２，ロンドン及び首都圏の地理的空問区分は図Ｖ －４を参照のこ

と）

　この時機にか ・る白書が公刊された理由は，ＮＥＤＣ報告書の中期経済計画との整合性ある国

土計画（地域計画），就中，繁栄する南東部の中心都市＝ロンドンの人口とオフィス雇用の抑制に

関する政策提示と立法化によっ て総選挙に向けて特に保守党の社会的支持基盤の弱い低繁栄地域

であるスコットランドやイングランド北部向けに強くアピールしようとしたからである ，と考え

られる 。１９６３年は前述したように結果的に総選挙は実施されなかったが，１９６４年２月に刊行され

た住宅 ・地方行政省による『南東部調査研究』（Ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　Ｅ。。ｔ　Ｓｔｕｄｙ）に基づき同３月に公表さ

れた白書『南東インクランド』（Ｓｅｃ・ｅｔ・・ｙｏｆＳｔ・ｔｅｆｏ・Ｉｎｄｕ・ｔＷ，Ｔ・・ｄ・ ＆Ｒｅｇ１ｏｎａ１ＤｅｖｅＩＯＰｍｅｎｔ，・ｎｄ

Ｍ１ｍｓｔｅｒｏｆＨｏｕｓｍｇ＆Ｌｏｃａ１ＧｏｖｅｍｅｎｔａｎｄＭｍ１ｓｔｅｒｆｏｒ Ｗｅ１ｓｈＡ丑ａ１ｒｓ（Ｍａｒｃ
ｈ１９６４） ，８ｏ肋脇肋 一

幽〃，Ｃｍｎｄ２３０８）は，政府の南東部以外の諸地域の繁栄を構築する決意をスコソトランドや北

東インクランドの開発計画によっ て既に示したことを再確認するとともに，『南東部調査研究』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０２）
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がこの政策を十分に考慮していることに満足の意を表明し，公共投資が両地域に優先配分されて

進行中であることを明示した以外は，ロンドン白書の一般的再確認をしている多少奇妙な全８ぺ

一ジの小冊子である 。

　こうした位置付けの下で，本稿の地域政策分析の観点からロンドン白書について止目されるべ
　　　　　　　　　　　３１）
きことは以下の通りである 。

　第１に，戦後初期の計画ではロンドンの人口と雇用の水準は静態的であると仮定し，あのバ ー

ロー報告はロンドンの産業雇用の水準は抑制できるしすべきであると暗示していたが，オフィス ，

サービス業及び産業のホワイトカラー職種の驚くべき増加は予測されなかったという歴史的反省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
の見地に立ち，同様にアー バークロンビー計画では問題は人口のヨリ良好な配置～雑踏中心地か

ら周辺の環状田園地帯（ｔｈ．ｄｎｇ　ｏｆ．ｏｕｎｔ．ｙ．ｉｄ。）に移動させること～であると想定したが達成出来
　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
ていないことを示唆していることである 。

　第２に，１９５１～６１年のロンドンは夜問（居住）人口がニュータウンや周辺区域に５０万人転出し

て２０万人減（自然増との差）となっ たが雇用はそれとは逆に５０年代半ばから年に約４万人の増加

～大部分はサ ービス業，特にセントラル ・ロンドン（シティ及びウェスト ・エンド）のオフィス雇

用増による～し，セントラル ・ロンドンヘのラ ッシュ ・アワー 通勤者は１０年で１５万人も増加し
，

事態を放置すればこの趨勢は少なくとも数年問は続き深刻な交通 ・輸送問題を引き起こすと指摘
　　　　　　３４）
したことである 。

　第３に，１９５１～６１年のロンドンにおける製造業の雇用増加は全体の２０％に留まり ，ＩＤＣ規制

の下で新規事業計画はほとんと認可されない状況になっ ておりこれ以上の規制強化は関運産業の

成長にダメージを与え困難であるとして，これ迄規制対象外であ ったオフィス規制政策を提案し

ていることである 。

　すなわち，白書は，¢オフィスの今後の増加率と配置に影響を及ぼす効果的な措置をとりセ

ントラル ・ロンドンのオフィス増加率を抑制しオフィスをロンドン全体さらには遠隔地に分散し

なければならないとし，ａ）新規オフィス建設に対する計画規制の効果的な実施，ｂ）行政効率を

損なわない政府庁舎の分散，Ｃ）ロンドン近接地を含むロンドン中心地以外でのオフィス ・セン

ター立地の奨励，ｄ）民問雇用主に新オフィスの開設及び既設オフィスの拡張を断念させロンド

ンと緊密な関係にはない業務の分散化を訴得する行政努力，を提案するとともに，　同時に ，

新オフィス ・ブロッ クの賃借関係等の基礎的情報の欠落とセントラル ・ロンドンでのオフィス立

地の妥当性判断の極端な困難性から工場に対するＩＤＣ規制のような方式を断念し，法的規制は

既設ビルの改築 ・改変の際の延床面積のみを対象とし，新設するオフィス立地局（Ｌ。。。ｔｉ．ｎ．ｆ

Ｏｆ｛。。。 Ｂｕ。。。ｕ）に情報を集中し新規ビル建設は立地誘導を含む行政的説得による方法を１９６３年都

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５）
市・ 農村計画法案の提案理由を付録に付けて提起した。他方で，開発地区における工場立地を促

進する財政金融的刺激誘因に相当する政策措置には一切言及していないことに注目すべきであろ

う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
　また，セルフ教授が指摘したように，ロンドン（及び南東部）に関する２つの白書及び調査研

究に共通している弱点は，全国的 ・国際的な中枢管理機能が集中しているロンドン問題をまさに

全国的問題と地域的問題とに十分に区別して分析していないことであ った 。

　こうして，ロンドン白書により１９６３年２月 ，都市 ・農村計画（改正）法案が議会に提出され成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０３）
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立し，同年２月に遡及して施行された。これを法案提出理由を説明した同白書「付録２　都市 ・

農村計画法案」を参照して分析したく思う 。

　この法案がビル再開発を規制対象として提出された主要な理由は２点ある ，と思われる 。第１

に， １９６０年代初頭のセントラル ・ロンドンにおける多くの新オフィスビルは，それ迄の戦災 ・新

規用地での建設から王として既設ピルの再開発に移行したことである 。第２に，既設ピルの再開

表Ｖ－３　１９６３年都市 ・農村計画法の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【前　文】

¢　本法は，１９６３年７月１０日に勅裁をうけたものであるが，一定の留保付きで１９６３年２月２５日に施行されたと見傲すもの

　とし，北アイルラントには効力が及はず，１９６２年都市　農村計画法におけるｒ既得利用権」（“ｅｘ１ｓｔｍｇ　ｕｓｅ　ｒｌｇｈｔｓ”）を

　制限するものである 。

　　本法は一般的に適用するものであるが，その主な目的は１９６３年２月に刊行された政府白書『ロンドン： 雇用，住宅 ，

　土地」（“ ムｏ〃ｏ〃。 Ｅ砂Ｚｏツ倣〃グＨｏ郷確工伽ゴ”［Ｃｍｎｄ．１９５２１）に概説された政策を追求するためにセントラル ・ロ

　ンドンにおけるオフィス施設の成長を抑制するのに資することである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本法の正式名称】

　１９６２年都市 ・農村計画法の別表３及び１９４７年都市 ・農村計画（スコットランド）法の別表３に含まれる開発に関する追

加条項を定める法律

〔第１条〕１９６２年都市 ・農村計画法の別表３（新規開発を構成しない開発）に含まれる開発に関する修正～（１）既得利

　　用権（新規開発ではない開発に対する権利）から ，以下のような改築（ｒｅｂｕ１１ｄｍｇ）または改変（ａ１ｔｅｍａｔ１ｏｎ）を除外

　　するものとする 。改築または改変されるビルの特定用途の延床面積が，改築または改変前のビルと比べて ，（・）１９４８

　　年７月１日以後に改築または改変されていないビルの場合，１０％以上増加すること ，（ｂ）１９４８年７月１日以後に改築ま

　　たは改変されているビルの場合，増加すること 。この除外は以下の諸点に影響が及ぶ。（ｉ）１９６１年土地補償法（ｔｈｅ

　　Ｌａｎｄ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔ１ｏｎ　Ａｃｔ１９６１）が当てはまる強制取得に対する補償，（１１）１９６２年都市　農村計画法下での補償，固
　　１９６２年都市 ・農村計画法下での購入通知送達の諸条件 。

　（２）既得利用権から ，１９４８年７月１日以後に建設されたビルの容積の増加及びかかるビルの追加部分の特定用途での使

　　用を除外する 。かかる除外は，また前項の補償に関連するが，１９６２年都市 ・農村計画法下での購入通知送達の諸条件

　　には影響しない 。

（３）本条第１ ，２項により既得利用権から除外される開発は１９６２年都市　農村計画法第１１３，１１４条が適用され，その限

　　りで「新規開発」として取り扱われる同法第１１８条下で算定される補償に適用される
。

（４）既得利用権が付帯する原ビル（ｔｈｅ　ｏｒｉｇｉｎａ１ｂｕｉｌｄｉｎｇ）の規定（略）

（５）既得（土地）利用評価額（ｅｘ１ｓｔｍｇ　ｕｓｅ　ｖａ１ｕｅ）の決定に係わる１９６２年都市　農村計画法第１３４条第５項，別表３及ぴ

　　その関連箇所の１９４７年都市 ・農村計画法別表３ ，及びその関連箇所との見なし規定 。

〔第２条〕　 スコットランドヘの適用

〔第３条〕　財政規定～本法の規定に起因する支払額の増加分は，議会が予め用意した資金より支弁される 。

〔第４条〕略称，施行開始，解釈及び引用（略）

　　　　　　　　　　　　　　　　【別表　改築及び改変に適用される取扱い条件】

１． 改築または改変されるビルが原ビルの場合，当該ビルの特定用途に使用できる延床面積は原ビルでの当該用途に最後

　に使用した延床面積を１０％以上越えてはならないものとする 。

２． 改築または改変されるビルが原ビルではない場合，当該ビルの特定用途に使用できる延床面積は原ビルでの当該用途

　に最後に使用した延床面積を越えてはならないものとする 。

３． 本別表の下でいずれのビルの床面積が最後に使用された用途を決定するに当り ，（１９６２年都市 ・農村計画法に基づく）

法的効力を有する執行通知が送達されたまたはされ得た，或は中断された用途の場合には中断直前に送達されえた事項

　に関する用途を考慮しないものとする 。

４　本別表の目的上，延床面積とは外面寸法（ｅｘｔｅｍａ１ｍｅａｓ皿ｅｍｅｎｔ）で確定されるものとする 。また，ビルの様々な部

分が様々な用途に使用されている場合，それらの用途に共通する床面積は比例的に配分されるものとする 。

備考）○　本法の基本条項である第１条は特に１９６２年都市 ・農村開発法等の関連諸条項を前提に条文化され，条文そ

　　　　れ自体では意味不明となるので，関連法規の内容を含めた趣旨を摘記した 。

　　　　　「前文」は資料編集者による 。

資料）Ｂｕｔｔｅｍｏ血ｈｓ　Ｌｅｇａ１Ｅｄ ｌｔｏｒｌａｌ　ｓｔａ丘（ｅｄ）（１９６４），Ｈ泌肋びき８勿伽娩げル幽〃，２ｎｄ　ｅｄ， Ｖｏ１４３（１９６３） ，Ｂｕｔ

　　 ｔｅｒｗｏ廿ｈ＆Ｃｏ， ｐｐ１１７７ －８１，より作成 。

（４０４）



　　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一１（若林）　　　　　　　　　　　１３３

発には現行法でビルの土地 ・建物所有者に認められている既得利用権（。ｘｉ．ｔｉｎｇ　ｕ。。。ｉｇｈｔ。）をそ

のまま行使されるとオフィス建設抑制の隆路になると思われたからである。すなわち ，１９４７年都

市・ 農村開発法（その後幾多の改正を経て１９６２年法に継承 ・集大成）は既設ビルを改築（建替え）また

は改変（建増しまたは増改築）する場合，その容積（日本の建築基準法でいういわゆる容積率ではない）

を１０％追加できる権利を既得利用権として定めたが，その後の建築技術や新資材の開発により低

い天井丈 ・フレーム構造 ・改善された内部レイアウトにより１０％の容積増加で最大４０％の正味の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
床面積増加が可能となるというわけである 。

　かくして，１９６３年都市 ・農村計画法は，既得利用権を明文化した旧法別表３を改正し１９４７年法

の施行日（１９４８年７月１日）を基準にして，¢それ以後に改築 ・改変されなか ったビルに関して

は上限１０％の延床面積の増加，　それ以後改築 ・改変したビルに関しては延床面積増加の禁止 ，

　それ以後に新築されたビルの容積増加及び同ビル追加部分の特定用途での使用の既得利用権

からの除外を特例として定め，許認可権をもつ地方計画当局がこうした計画決定を下した場合で

も特別の補償支払いやビル所有者による土地 ・建物の買取請求権を免責とし，それらを「新規開

発」の扱い（都市 ・農村計画関連法令に基づく開発許可の授与，当該開発許可の拒絶 ・開発許可授与後の

取消しまたは修正に対する補償措置）としたのである 。（表Ｖ －３を参昭）同法は全国的に適用される

形式をとっ ているが，基本的にはロンドン ，特にセントラル ・ロンドンを対象にしているのは言

うまでもない。そして ，同年１０月１日 ，オフィス立地局が設置された 。

　この時の野党＝労働党は，同法は新規オフィス建設を対象とせず既設ビルの同規模または１０％

増の改築 ・改変を認める微温的な政策立法であり ，これではロンドンにおける極めて強力なオフ

ィス需要とそれに対応する建設計画申請ラ ッシュを規制できないザル法であるという見解に立ち ，

後述するように１９６４年総選挙公約の中で強力な規制を掲げ総選挙に勝利した直後にオフィス ・産

業開発規制法案を提出するのである 。

３１）ロンドン白書及び『南東部調査研究』をニュータウン政策の観点から分析した下纏教授の文献は本

　稿と重なり合う部分も多く貴重な参考になっ た。（下纏薫『イギリスの大規模ニュータウン～地域振

　興と都市計画』東大出版会，１９７５年，「ニュータウン政策の旋回一１９６３白書」）。 また，次の文献も参

　照，成田孝三「Ｖロンドンの産業立地と政策」，大阪市立大学経済研究所編『世界の大都市１ロン

　ドン』東大出版会，１９８５年所収
。

３２）Ｐ．Ａｒｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ（１９４５），Ｇ閉〃Ｌｏ〃ｏ〃 戸Ｚ伽１９４４，ＨＭＳＯ．アー バークロンビー教授は本稿第

　２章で分析したバーロー 委員会報告の中で「少数派報告」を起草した３名の委員の一人であり ，また

　カリングワースによればこのアー バークロンビー計画は，戦後イギリスにおける物理（環境）的アプ

　ローチによる地域計画（ｒｅｇ１ｏｎａ１ｐ１ａｍｍｇ）の原型になっ た， といわれる（Ｊ　Ｂ　Ｃｕ１１ｍｇｗｏれｈ

　（１９８８）
，乃ｚび〃伽４Ｃｏ舳ゆ肋舳畑ゴ〃 肋切加

，１０ｔｈ　ｅｄ
．，

Ｕｎｗｉｎ　Ｈｙｍａ叫Ｐ．３３９）バｆ
・，

Ｊ・ Ｗ・

　Ｈｏｕｓｅ（１９８２） ，Ｔｈｅ　Ｒｅｇｉｏｎａ１Ｐｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅ，ｉｎ　Ｈｏｕｓｅ（ｅｄ）（１９８２） ，丁加ひＫ助０６ピＲ６５０肌６６５，Ｅ 〃一

　鮒ｏ舳３〃伽〃加ル伽３，Ｗｅ１ｄｅｎｆｅ１ｄ＆Ｎ１ｃｏ１ｓｏ叫ｐｐ８１，８６ ，Ｄ　Ｒ　Ｄｌａｍｏｎｄ（１９８２） ，Ｔｈｅ　Ｕｒｂａｎ

　Ｓｙｓｔｅｍ，ｉｎ　Ｈｏｕｓｅ（ｅｄ）
，ｏ声６払， ｐｐ

－４７２ －３；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ戸泓，ｐ．２２３

３３）Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ（Ｆｅｂ．１９６３） ，Ｌｏ〃ｏｒＥ卿Ｚｏツ舳舳グＨｏ〃伽ｇ工伽６，ＨＭＳＯ，ｐ
．２

３４）Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ，ｏク６北， ｐｐ
．３ －４

３５）Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ，ｏク泓 ，ｐｐ
．３ －７

３６）　Ｓｅｌｆ
，ｏ声６批， ＰＰ

．２３０－１

３７）Ｗｈｉｔｅ　Ｐａｐｅｒ，ｏク６北 ，ＰＰ
．１４ －５．ｃｆ

．，

Ｃｕ１１ｉｎｇｗｏｒｔｈ
，ｏク・ ６批 ，Ｐ

・４３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０５）
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　２つの地域開発計画白書　　後述する１９６３年の地方雇用法 ・財政法に基づく新たな地域政策展

開を開始して間もない１９６３年８月１日 ，スパイ ・機密漏洩事件や閣僚のスキャンダルの続発の中

でなお政権維持に意欲を見せていたマクミラン首相は，近づく総選挙日程の選択（いわゆる選挙
　　　３８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
サイクル）を強く意識しながら下院本会議で自党議員の「口頭質問」に答える形で，スコットラ

ンド相と枢密院議長の指示により作成されたセントラル ・スコットランド及び北東イングランド

に関する詳細な報告を受理していると指摘した上で，これらには歴代政府が追求してきた諸政策

からの新たな重大な離脱を含む地域開発に関する提案に対する政府見解を含み，政府の経済成長

促進政策の一層進んだ段階として両地域の計画的開発を提唱している両白書を議会に提出するつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０）
もりであるとした上で，上記の２立法と成長区域政策の意義を積極的に強調する発言を行なっ た。

　こうして，既に言及したように１９６３年１１月 ，『セントラル ・スコットランド～開発と成長のた

めの計画』（Ｓ．ｏ伽。ｈ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ（ＮＯｖ１９６３），Ｃ伽肋Ｚ８６０肋”Ａ”０９閉舳肋 伽Ｄ件

表Ｖ－４　『セントラル ・スコットランド～成長 ・開発計画』の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本白書の狙い】

（１）わが国の国内総生産の成長目標を年率４％と設定したことが，スコットランド経済の今後の開発にとっ て最大の重

　　要性をもつものである 。

（２）本白書は，政府の経済成長促進政策の一層進んだ段階として，セントラル ・スコットランド及び北東イングランド

　　の両地域の計画的開発を提唱するものである 。

（３）政府は，本白書で述べられた行動方針をセントラル　スコソトラ！ト経済近代化の包括的　持続的フログラムとし

　　て決定した 。

（４）この計画は，地域経済開発の一層積極的なアプローチとしてこの国のいかなる政府もかつて試みたことがない産業

　　成長の潜在的に最適な立地場所を選択する成長区域（ｇｒｏｗｔｈ　ａｒｅａｓ）という概念を組み入れたものである
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【スコットランドの現状認識】

（１）これ迄のセントラル ・スコットランド経済の繁栄は石炭と鉄鉱石という天然資源の基づくものでありこれらの資源

　　に依る在来基礎産業は世界的競争の中で衰退し，他方で新成長産業がそれを相殺する程十分速く展開しなかった 。

（２）その結果，若年労働年齢層の重大な流出にも拘らず失業率は戦後一貫して全国平均の２倍を記録し，今や若年層の

　　これ以上の流出が続けば長期的な経済回復に深刻な打撃を与える 。

（３）セントラル ・スコットランドはスコットランドの人口の７５％，製造業の９０％を占めており ，その経済の再活性化が
　　重大であり ，そのためには多くの問題を解決しなければならない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【政策措置の概要】

（１）インフラストラクチャー　サービス（幹線道路，港湾　空港，地域水遣事業，住宅等）の近代化を進める公共投資

　　の増額

（２）　 このインフラストラクチャー事業を成長区域と定義された重要な焦点に集中すること（セントラル ・スコットラン

　　ドにおける最初の２年問の公共サービス投資を当初計画の１億ポンドから１億４０００万ポンドに増額／グレート ・ブリ

　　テンの総公共サ ービス投資の１１％以上に相当）。

（３）全ての成長区域に開発地区と同様の広範な財政金融誘導措置を保障すること
。

　　主要成長区域～ニュータウン（イースト ・キルブライド，カンバーノールド，リヴィングストン ，グレンロシィス） ，

　　アーヴ ァイン ，グレンジマウス／ファルカーク区域，ノース ・ラナークシャー セントラル ・ファイフ ，ロージアン
　　ズ（ロージアン３州），ダンバートンシャー・ リーヴェン渓谷地区

（４）交通機関の改善により通勤条件を緩和し，成長区域における新住宅の追加建設（１年当り９０００戸）及び訓練 ・再訓

　　練機会の著しい拡充により職業転換を促進すること（訓練施設の増設及ぴ高等技術教育研究の機会を提供するストラ

　　スクライド大学の新設）。

（５）かかる成長を秩序よく効率的に達成するために，すべての関係機関（多くの公共機関［中央政府省庁，地方当局 ，

　　ニュータウン公社及び国有化事業体１）が共同業務を行なう制度の創設 。

（６）セントラル ・スコットランドのあらゆる優位性を地元産業，入来見込新企業，域内住民に最も近代的かつ効率的に

　　広報する機関の設立 。

資料）Ｓｃｏｔｔ１ｓｈ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ｄｅｐａ血ｍｅｎｔ（Ｎｏｖ１９６３） ，Ｃ６〃肋Ｚ３６０〃舳３　Ａ１）７０馴舳榊加ブＤ舳３Ｚｏク舳〃伽３
　　　Ｇ７０肋ん，Ｃｍｎｄ２１８８，ＨＭＳＯ，ｐａｓｓｍ，より作成 。

（４０６）
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図Ｖ －５　『セントラル ・スコットランド白書』の成長区域計面の説明図解式地図
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リ、Ｚ。〃。〃舳４Ｇブ。肋ん，Ｃｍｎｄ２１８８，ＨＭＳＯ）及ぴ『北東部～地域開発と成長のための計画』（Ｂｏ。。ｄ

ｏｆ　Ｔ
ｒａｄｅ（Ｎｏｖ１９６３），〃６Ｎｏ〃ん一厄倣　Ａ〃ｏｇ閉刎舳６ 加ブ Ｒ３ｇｚｏ舳Ｚ　Ｄ舳６Ｚｏ〃舳６〃伽３Ｇｒｏｚり肋・ Ｃｍｎｄ

２２０６，ＨＭＳＯ）という２つの地域開発計画白書が相次いで公刊され，議会に提出された。２つの

白書とも共通の政策構想 ・政策措置に基づいているので，セントラル ・スコソ トラント白書をケ

　　　　　　　　　　　　　　　　４１）
一ス ・スタディとして検討したく思う 。（表Ｖ －４及び図Ｖ －５を参照）

　同白書は本文３８ぺ 一シ ，付録 ・表等を含む全４７ぺ 一ジ十地図（開発計画を例証するセントラル

スコツトランドの図解式地図）の中型白書である 。この白書の狙いは，第１にイギリスにとっ て年

率４％というｒ高成長」をめさす中期経済計画がその不可欠の一部としてエティンハラとクラス

コーを結ぶセントラル ・ベルトを国土軸としたセントラル ・スコソトラントの計画的開発に合理

的妥当性（存在理由）を付与したこと ，第２に地域開発のアプローチとして成長区域（ｇ．ｏｗｔｈ

、、ｅａｓ）という総合的かつ集中的な計画手法（政策措置）を採用しようとしていることである 。

　歴代政権の従来の地域政策は高失業率を共通基準として生産要素移動（労働力移動［労働者を就

業機会ある場所へ移動１または資本移動［地元労働者に就業機会を提供＝企業誘致１）を相互関連性には

乏しいいわば排他的代替策として，それを財政金融刺激措置を通じて保守党は多数小域的 ・短期

的， 労働党は少数広域的 ・中期的に推進してきた。これとは対称的に，成長区域政策は，第１に

労働力の域内移動を含みつつも労働力移動と資本移動を空問的に統合する試みであり ，第２にそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４２）のために社会資本を集中投資する地域開発の総合化により企業立地誘因をヨリー層強化しようと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０７）
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するものであり ，第３に失業率の変化（基準失業率以下への変化）によるだけでは指定を解除しな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）
いという空間指定の一定の長期性を確保しようとするものである 。特に保守党にとっ ては明らか

な政策路線の変更である 。すなわち ，保守党は１９６０年地方雇用法で政策基準としてを局地的失業

率という極端な社会的アプローチを採用した（専ら失業率という杜会的基準に基づく政策の極限を例

証）が，この基準は地域経済の自立的成長という観点から見れば根拠を失い，イギリス全体の貧

弱な経済成長と地域問の経済的不均衡に公共的関心が集中した時に政策基準としての経済的考慮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４）
が前面に出てくることになっ たのである 。

　こうした成長区域政策の成否は，社会資本整備と財政金融刺激措置（「立地劣位」の解消措置）

を削提としながら ，第１に少なくとも国内的に長期的な「比較優位」または「比較同位」を確保

しうる産業を選定し，第２にそれと関連して指定する立地場所を厳選することである 。換言すれ
ば， 成長区域政策はどの区域にも適用可能なアプローチではないということである 。元来，地域

政策は市場原理では国土 ・地域開発及ぴ空間構造の均衡的調整を達成できないという「市場の失

敗」の一つを補整する政策として登場したのであるが，同時に市場原理を毎視しては良好なパフ
　　　　　　　　　　　４５）
オーマンスは期待できない 。

　こうした政策理論的考慮なしには，成長区域政策が地域産業構造を総合的競争力ある構造に変

革（「構造劣位」の解決）しそれを通じて地域空間構造を活性化し自立的成長の段階に到達させる

ことは出来ない。しかし，これらの基準は政治的経済的リスクを伴う 。すなわち，成長区域には

「規模の経済」と高付加価値製晶を追求できるプラントの大規模立地が一つの望ましい選択肢で

あるが，それは同時に立地場所を限定することになる 。それは成長区域指定から除外された区域

を選挙区にもつ下院議員にとっ ては耐え難いことであり ，またこの政策が成功すればそれだけ地

域内経済格差は拡大する 。他方で，極く少数の成長区域の指定は，不確実性とリスクを伴うこの

政策が失敗すれば政治的リスクにもなる 。政治的経済的リスクを回避しようとすれば，この政策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６）
の無差別適用と多数の区域指定へと流されやすい 。

　こうした状況の中で，白書は人口４００万人弱，最大距離にして東西１００マイル ・南北４０マイルの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４７）狭いセントラル ・スコットランドに１０カ所（実質８カ所）もの成長区域を指定した（北東部ではこ

の区域の大部分を含む大成長ゾーン指定となっ ている）。 白書はこれらの成長区域を３つのカテゴリー

に分類して特徴づけている 。第１は一層の拡張能力をもっ て成長する４つのニュータウンである

（表Ｗ －４を参照）。 第２は一層の工業 ・住宅開発が大規模に可能となる成長する都市区域（アーヴ

ァイン及びグレンジマウス／ファルカーク区域）である 。第３は潜在的住宅供給力は限定的であるが

域内 ・通勤距離圏に多くの人口を擁し一層の工業開発に有用な敷地とサービス業をもつ在来都市

工業区域（残りの４区域）である 。これら３つのカテゴリーの成長区域全体で１９８１年までに３０万

人以上の人口（究極的には４５万人以上）を張り付け，５５００工一カーを越える工業開発適地に１５万人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８）
を雇用する近代的 コンビナートを構築可能とするものである 。

　しかし，この中に，単に近年成長傾向を示してきたとか潜在的成長力（開発余力）があるとか

既定の社会資本整備計画があるとかだけではなく ，既に検討した地域全体に波及効果をもち地域

産業構造と競争力の改善に貢献する成長区域（成長拠点）の概念に相応しい区域がどれだけある

であろうか？

　例えば，グラズゴーの東部 ・南部近郊に位置するカンバーノールド及びイースト ・キルブライ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０８）
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ドの２つのニュータウンとノース ・ラナークシャーはグラスゴーの溢れ人口の受け皿でありグラ

スコーの産業を含めた都市再開発を進める上で不可欠な区域ではあるが，クラスコー自身を抜き

にして成長区域にはなりえない，と思われる 。また，ダンバートンシャーのリーヴェン渓谷地区

は単なる不況区域であり ，アーヴ ァイン（後にニュータウン指定）とグレンロシィス／セントラ

ル・ ファイフはそれぞれグラスゴー エディンバラに対する農村（田園）都市としての特徴をも

つ区域である 。

　こうして，比較上で成長区域としての資格をもちうるのは，（工）リヴィングストン ・ニュータ

ウン及ひハスケイトのＢＭＣ工場を含むその周辺区域と　 フォース河口に位置するクレンシマ

ウス／ファルカークの２区域であろう 。しかし，これらの２区域もエディンバラに集積した中枢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９〕
管理機能と緊密に結合して始めて成長区域としての意味をもちうるのである 。

　かくして，余りに多い成長区域指定はその選択基準を全く陵味なものにしてしまっ た。 こうし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０）
たことは政治的経済的リスク回避の政治的政策的判断の結呆であることは，明白である 。こうし

た成長区域に関する政策的有効性と区域指定をめぐる難点にも拘らず，かかる政策の推進が地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１〕
政策全体の強化（政策経費の急増）をもたらしたことだけは疑問の余地がない 。

　　３８）　Ｒａｎｄａ１１
，ｏ戸ご〃 ，ｐ３４

　　３９）イギリス下院における「口頭質問」を含む「質問」制度に関しては，辻清明監修／前田英昭著『世

　　　界の議会～イギリス』ぎょうせい ，１９８３年 ，１３８－４０ぺ 一ジ，を参照 。

　　４０）Ｐ〃Ｚｚ舳３伽びＤ６ろｏ伽（Ｈｏ舳グ
６）（１９６２ －６３） ，５ｔｈ　Ｓｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１６８２，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ

ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ
，

　　　 ｃｏ１ｓ ．６４７－５３（Ｏｒａ１Ａｎｓｗｅｒｓ：
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！ｂブ Ｄ舳６Ｚｏク舳６〃ｏ〃

　　　Ｇｒｏ側肋，Ｃｍｎｄ．２１８８，ＨＭＳＯ，ｐ
．５

　　４１）現代スコットランド経済と地域政策の効果に関しては，差し当り次の文献を参照した。Ｄ．Ａ．Ｄｉ－

　　　 ａｍｏｎｄ＆Ｎ　Ａ　Ｓｐｅｎｃｅ（１９８３） ，Ｒ６９１０舳Ｚ　ＰｏＺ〃ツＥ閉Ｚ伽な１０〃　Ａ鮒”ｏ６ｏＺｏｇｍＺブ６〃〃ｚり伽６”６

　　　 ８６０〃肋Ｅエ勿舳ク払Ｇｏｗｅｒ；Ｎ．Ｈｏｏ（１＆Ｓ．Ｙｏｕｎｇ（ｅｄ）（１９８４） ，１〃〃５炉ツ，ＰｏＺたツ舳６¢加８６０〃肋

　　　及ｏ〃ｏ舳ツ
，Ｅｄｉｎｂｕｒｇｈ　Ｕｎｉｖ　Ｐｒｅｓｓ；Ｒ．Ｓａｖｉ１１ｅ（ｅｄ）（１９８５） ，丁加及ｏ刀ｏ舳たＤ６叱Ｚｏク刎３〃ｏゾ〃ｏ加閉

　　　＆ｏ〃伽６　１９５０－１９８０，Ｊｏｈｎ　Ｄｏｎａ１ｄ ，Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ
＆　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ　Ｕｎ１ｔ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｆｏｒ

　　　Ｓｃｏｔｌａｎｄ）（Ｍａｒｃｈ１９８７） ，８６０〃舳４舳６ＨぴＥ６０刀ｏ刎ツ，Ｂｒｉｅ丘ｎｇ　Ｎｏｔｅ　Ｎｏ ．１；Ｓ．Ｂｏｙ１ｅ　ｅｔ　ａ１ ．（１９８９）
，

　　　８６０〃舳６Ｈ１；６０刀ｏ舳ヅＣＺｏ伽加９肋６亙〃〃６，Ｖｅｒｓｏ

　　４２）ランドルは成長拠点理論と関連してこの２つの白書の重要性は内容にあ ったのではなく ，包括的な

　　　地域計画への動きにあ ったと評価している（Ｒａｎｄａ１１
，ｏク６〃 ，ｐ３４）。 この評価は政策実績の観占から

　　　は首肯しうるが，政策構想の観点からは一面的である 。

　　４３）　ＳＤＤ，ｏク６批， ｐ． ４３（Ａｐｐｅｎｄｉｘ）；Ｐａｒｒ，ｏク〃 ．， ｐｐ
．１９９ －２０２

　　４４）Ｒａｎｄａ１１
，ｏ声泓 ，ｐ．３３；ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏｐ
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．，
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　　４５）　Ｐａｒｒ，ｏク． ６カ
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　　４６）　Ｐａｒｒ，ｏ
ク． ６〃

．，

ｐ． ２０５

　　 ４７）表Ｗ －４では１０区域となっ ているが，リヴィングストンはロジアンズと ，グレンロシィスはセント

　　　 ラル　ファイフと空問的に一体化している（ＳＤＤ，ｏク６〃 ，Ｍａｐ［Ｄ１ａｇｒａｍｍａｔ１ｃ　ｍａｐ　ｏｆ　Ｃｅｎｔｒａ１Ｓｃｏｔ

　　　 １ａｎｄ １１１ｕｓｔｒａｔｍｇ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔｐｒｏｇｒａｍｍｅ１）ので実質８区域（図Ｗ －５を参昭）である 。

　　４８）　ＳＤＤ，ｏ声６批 ，ｐ．２８

　　 ４９）筆者は，英国ニューカ ッスル大学都市 ・地域開発研究センターのスタ ッフ等とともに ，１９８７年６月

　　　（スコットランド省産業部経済 ・統計課，スコットランド開発庁での聴取及び資料蒐集），８月（自動

　　　車による地理的巡検）及び９月（リヴィングストン開発公社，同ニュータウン内のＮＥＣ　Ｓｅｍｉｃｏｎ
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４０９）



１３８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　ｄｕｃｔｏｒｓ（ＵＫ）Ｌｔｄ．での聴取及び資料蒐集）の３回に亙 って，８つの指定成長区域を含むセントラ

　　ル ・スコットランドの立地条件やその後の産業的盛衰の動向について現地調査を実施した。８つの成

　　長区域に関する筆者の評価はこの時の現地調査と文献資料分析の結果でもある 。

５０）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏか６北，
ｐｐ．２１０－１１

５１）地域政策における特定のアプローチとしての成長区域政策は，¢無差別的適用，　不確実性とリ

　　 スク（特定の少数立地区域への公共資金の選択的集中投資とそれに伴う資源配分の重大な失敗の可能

　　性）を回避しようとする中途半端な行政姿勢，　政治的リスク（区域指定をめぐる選挙区＝ 議員問

　　対立と域内経済厚生格差［〉利害の域内対立拡大の可能性）をめぐる問題などにより ，当初から政策構

　　想に則した実施が不可能となり貧弱な実績に終った。その後，１９６４年１０月に政権に復帰したウィルソ

　　 ン労働党政権下でも成長区域（成長拠点）政策の実施を求める議論が再燃するが，同政権はこの政策

　　の採用を拒否した。（Ｐａｒｒ，ｏ声泓，ｐｐ２０４－６；ＭｃＣ
ｒｏｎらｏ声６机， ｐ２１２）同政権初期の１９６６年１月に

　　刊行された白書『スコソトラント経済１９６５～７０年　　成長のための計画』（Ｓｃｏｔｔ１ｓｈＯ舶ｃｅ（Ｊａｎ

　　 １９６６）
，〃３８６０〃肋Ｅ６０〃ｏ榊１９６５¢ｏ１９７０ ｊ　ｏ　ＰＺ伽力ｒ厄幼伽５ゴｏ〃，Ｃｍｎｄ．２８６４，ＨＭＳＯ，ｐｐ１６５）

　　には，成長区域政策に関する言及は全くない 。

　Ｖ －１－１－３１９６３年地方雇用法 ・財政法の成立と意義　　既に指摘したように，再び国際収

支危機を契機として陥 った１９６２～６３年不況は前回総選挙直前の１９５８～５９年不況よりも地域問題を
　　　　　５２）
悪化させた。６３年３月の開発地区における失業率は６ ．５％，ＧＢ平均で２ ．８％に達し（図皿 一２及

ぴ図Ｖ －５を参昭），いずれも終戦直後以来の局率となっ ていた。既に詳述した「高成長」をめさ

す中期経済計画と地域政策の新提案が確定する見通しの中で，マクミランはエリザベス女王への

書簡で「破裂することなく景気回復を図る」ためにリフレーシ ョン支出を高失業区域に集中する

決意を表明した。同時に，彼は自分自身と同様に，政権内部で一般的であ った正統的見解を無視

する「柔軟で聡明な」蔵相への支持を明確にした。他方で，モードリング蔵相は高失業率区域を

助成し成長させる政策措置を特別に重視した。こうした背景の中で，６３年４月 ，地方雇用法案

（１９６０年地方雇用法の改正案）及び財政法案（特に開発地区における投資控除特例措置）が１９６３年度予算

　　　　　　　　　　　　　　　　５３）
案とほ ゾ同時に提出されたのである 。

　以下では，先ず，地方雇用法案の審議過程における保守党政府と野党＝労働党との政策論争を

分析し，次に，成立した両法の基本的内容と政策的意義を一体のものとして検討し，最後に６３年

１０月のマクミラン退陣後に成止し１年続いたヒューム政権期を含む保守党政権下における地域政

策の積極的展開の動向を小括しておきたい 。

５２）　Ｂｒｌｔｔａｎ　ｏク６〃 ，ｐ２７６

５３）　Ｐａｒｓｏｎｓ　ｏク６〃 ，ｐ
　１５２

　１９６３年地方雇用法をめくる保守党と労働党の政策的争点　　１９６３年地方雇用法案は，同年４月
　　　　　　　　　　　　　　　　　５４）
１０日 ，下院に提出された（第１読会通過）。 法案は５月１日の第２読会を経て委員会（常任委員会）

に付託され，６月１８日に報告段階における常任委員会での法案修正案の審議及び第３読会が行わ

れ採決投票なしで成立した（勅裁 ・施行日＝同年７月１０日／同年４月３日に遡及 ・適用）。 ここでは１２０

コラム（ぺ一ジ）余の下院議事録を手掛かりに，この法案の論議を通じて保守 ・労働両党の地域

政策をめぐる争点，を分析したく思う 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１０）
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　第２読会冒頭でプライス商務政務次官（Ｍ．Ｄａ．１ｄ　Ｐ．１．ｅ　Ｐ。。１１ａｍ．ｎｔ。。ｙ　Ｓ。。。。ｔ。。ｙ　ｔｏ　ｔｈ．Ｂｏ。。ｄ．ｆ

Ｔ．ａｄｅ）が「法案の目的は標準補助金が地方雇用法の下に導入されるべきであるとの予算の中に

　　　　　　　　　　　　　　　　　５５）
盛り込まれた提案を実行することである」と前置きして法案の提案理由を以下のように簡明に説

明した 。

　第１に，総論として，１９６０年地方雇用法は新産業誘致及ひ地元企業の拡張による追加雇用創造

にかなりの成功を収めたが，政府は開発地区の一層の雇用創造のために刺激誘因を一層改善する

ことを決断したからであると指摘した。第２に，現行建築物補助金（基本法第３条）は行政経験

により２つの欠陥（¢平均約１７％ではあるが地元の不動産評価額により補助率が大幅に変化すること ，

　開発予定者が補助金額を予測不可能なこと）が判明したのでそれを解決し補助率を平均約５０％引上

げて２５％の標準補助金とするものである 。第３に，長期的な確実性を与えかつ一般的助成水準を

引上げるために工場設備 ・機械装置に対する１０％の標準補助金を新設する 。これを工業事業に限

定し可動物件を排除しているのは，蔵相が予算演説で公表した財政法草案における「自由償却」

制度との整合性を確保するためである 。さらに，設備 ・機械補助金給付の条件として，建築物補

助金と同様に，基本法の精神である「適切な雇用機会（の）提供」を法案第１条第２項（成立法

も同じ）に挿入した。法案第３ ・４条は比較的小さな条項である 。そして最後に，プライスは ，

これらの諸条項は開発地区の既設企業にも入来見込企業にも強力で新しい刺激誘因を与えるもの

であり商務省は既に最近３週問で合計１００件の申請を受理していると法案を自画自賛し，「本院が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６）
採決投票のない支持を与えてくれるものと確信する」と締め括 った 。

　これに対して労働党の代表討論を行なっ た影の内閣＝商相のジェイ（Ｍ．Ｄ．ｕｇ１。。Ｊ．ｙハターン

イ・ ノース／グレータ ・ロンドン）は，冒頭，「この法案（提出）のために９０万人以上の失業者と政府

からこのむしろ貧弱な臨終の悔悟さえ引き出そうとする本院等での多くのアジテーシ ョンを必要

としたとは嘆かわしいことである」としながら「低雇用区域を支援するあらゆる行動は極めて歓

迎すべきことであり ，我々は『モライ物のアラ探しをするな』と言われているがそれをするのが
　　　　　　　５７）
本院の仕事である」という皮肉を込めて以下の論点を開示した。彼の王張の基調に流れているの

は， 法案の内容そのものよりはむしろ保守党の地域　失業問題に取り組む姿勢に対する強い不信

感である 。

　第１の主張は，保守党政府が現行立法に基づく既存権限を行使してこなか った結果として失業

の悪化をもたらしたというものである 。法案は選挙目当てであり ，選挙後には新しい権限は再び

行使されなくなることに気付くであろう ，と警告した。第２に，この懐疑論に加えるべきことと

として，商務省が公表した地域政策予算によれば６２年度の４１００万ポンドから今年度は２４００万ポン

ドに削減されており ，本法案が成立しても予算を減らすか増やさないことになるであろうと指摘

した。第３に，荒廃地整備事業に対する政府責任を隠蔽しようとしていることにも多少の懐疑を

感じると指摘した。第４に，さらにもう一つ信用できないのはこれらのあらゆる論議や終戦以来

最悪のこの失業の冬にも拘らず，政府はイングランド北東沿岸部全体を開発地区にまだ指定さえ
　　　　　　　　　　　　　　　　５８）
していないことである ，と非難した 。

　次に，シェイはこうした「懐疑論」を則提に法案の王要な欠陥を指摘する 。第１に取り上げた

のは６０年地方雇用法第４条問題である 。すなわち，それは基本法第４条が第３条（建築物補助金）

とは別個に，諮問委員会（ＢＯＴＡＣ）の勧告という条件の下で商務省は，法案における２５％の建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１１）
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築物補助金または１０％の設備 ・機械補助金に制約されずに裁量的な補助金供与が可能であるいう

問題であり ，したがって法案は６０年法第４条との代替問題であり ，第４条を残すのであれば法案

は不要であると言う主張である 。その上で，エロール商相は状況認識を誤り既存権限を十分理解

しているとは信じられないとし，さらに一律補助金は建築費とその市場価値とのギャッ プが最大

の最も暗潅とした区域（ｔｈ．ｖｅ．ｙ　ｂ１。。ｋｅ．ｔ。。。。。）にとっ てはむしろ厳しすきるし差別的であると指

摘した。さらに，第２に１９４５年産業配置法を含む従来の立法の主要な欠陥として過密区域におけ

るオフィス雇用の抑制及び開発区域におけるオフィス雇用の奨励措置に失敗したこと ，第３に補

助金給付対象から地方行政府を除外したこと ，第４に奨励されている計画への国家（国有化産業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９）
または第３セクターによる参加の規定が欠落していること等，を指摘した 。

　プライス商務政務次官による法案の提案理由説明及びジェイによる野党代表討論から工ロール

商相による総括発言（答弁）とそれをめぐる応酬により第２読会を通過するまで，与野党１５名の

議員が討論に参加したが法案に対する態度は与野党で区分できずむしろ選挙区の事情を反映した

ものであり ，また北東イングランド ・タインマウス選出の保守党婦人ベテラン議員＝ウォードの

厳しい政府批判を除いて，政策論議としては冒頭の２人の発言を越える内容には乏しかった。労

働党議員の共通する発言として法案は総選挙対策であるという批判である 。

　その中でも若干の主要な発言を摘出しておきたいと考える。¢企業誘致の困難度の高い開発

地区に対する建築物補助金を４０％とする要求（保守党 ＝Ｊ．ブルーイス： ギャロゥェイ／スコットランド

南西部），　開発地区指定の境界（灰色区域）問題の検討要求（労働党 ＝Ｈ．ハインド ：ア ックリントン

／ランカシャー 北西部），　中古工場建屋購入を補助金給付対象とする修正要求 ・受諾不可の場合

法案不支持を表明（保守党＝Ａボーン ・アートンターリントン１タラム州），＠イ）法案に対する多

くの建設的批判は商相を少しは驚かすはずだ，口）労働党ハインド議員の灰色区域発言に大いに

賛同する ，ハ）永続的衰退に直面している造船業に対する商相の正当な評価を得られないことに

イライラと困難を感じる ，二）北部保守党議員団が総理と会見した時にはわが区域を開発指定す

ると約束した（保守党＝ウォード），　立地劣位にある区域への特別配慮要求（労働党 ＝Ｉ．トーマス：

ロンダ／サウス ・ウェールズ； 自由党 ＝Ｅ．フーソン：モントゴメリィ／ミッ ド・ ウェールズ），＠助成基準の

明確性が不可欠だが一般的なローン及ぴ補助金を扱う１９６０年法第４条は極めて陵味である（保守

党＝Ｇ．ペイジ ：クロスビィ／マージィサイド），¢開発地区指定の頻繁な変更に対する批判またはそれ

を「ストッ プ・ ゴー」政策と論難した（保守党＝Ｇ．ペイジ； 労働党＝Ｗ．Ｔ．ロジャーズ ：ストッ クトン ・

　　　　　　　　　　　　　　６０）
オン ・ティーズ／北東イングランド）。

　これらの批判的発言に対するエロール商相による第２読会を締め括る発言の主要点を摘出して

おこう 。Ｏ法案を政治的粉飾であるという発言は遺憾である ，　基本法第４条による補助金ま

たはローンの規模は諮問委員会が決定するのであり商相に勧告変更権はないが故に本法案が必要

となっ た（ジェイ議員の反論あるも平行線），　開発地区におけるオフィスビルが追加雇用を提供

する場合には２５％補助金に適格である，＠国有化産業は補助金受給資格ナシ ・資金需要は個別

立法で賄う（政策対象を民間企業に限定），　予算減額問題は政府の開発地区助成に対する決意の

後退ではなく支出のタイム ・ラグ及び最近１２ヵ月の申請減少を反映したものだ，　開発地区の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１）
頻繁な指定 ・解除は持続的高失業という政策原則の柔軟性を示すものでメリットである，¢開
　　　　　　　　　　　　　　　　６２）
発地区の（立地劣位に対応する）等級制導入に関しては法運用に厳しい行政的複雑性を持ち込むも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１２）
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のとして言下に否定し，１９６０年法の成功の再確認と法案によるなお一層の強化を確信するとした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　６３）
こうして，法案は第２読会を通過した 。

　６月１８日 ，法案は常任委員会審議を終えて下院本会議に上程され，先ず労働党及び商相による

法案修正案が審議された（報告段階）。 法案修正をめぐる基本的争点は２つであ った。第１は，第

２読会でも論議された助成対象から国有化企業や地方行政府を除外した法案に対する労働党修正

案であ ったが，否決された。第２は多少複雑であ った。すなわち ，法案第２条の建築物補助金に

関して常任委員会（与党１２名 ・野党８名）段階で，労働党提出の修正案が与党委員６名 ・野党１名

の欠席の下で７対６で成立したからである 。その修正案とは，あの複雑な補助金算定方式をもつ

基本法第３条第２項を残し，この算定方式による補助率と法案における２５％補助率との高い方の

補助金支給を商務省に求めるものであ った。いわばハプニングで成立した委員会修正案に対して ，

工ロール商相が原案に復する修正案を提出するとともに建築物補助金と基本法第４条助成を同時

申請できることを強調した。２つの修正案をめぐっ て１時問余の激しい論争が展開されたが，録

後は採決投票ナシで商相修正案が成立した。そして本会議は直ちに第３読会に移行し法案が成立
　６４）

した。上院では下院法案を承認した 。

５４）Ｐ〃伽肌伽びＤ６６ｏ倣（Ｈｏ舳ブ
ゴ）（１９６２－６３） ，５ｔｈ　Ｓｅｒｉｅｓ ，Ｖｏ１ ，６７５，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ

ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ
，

　ｃｏ１１２８５（Ｂ１１１Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ，Ｌｏｃａ１Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ［Ｂ１１１９７１）

５５）Ｐ〃Ｚ１舳６伽びＤ６６〃６３（Ｈ
ｏ舳ブ

ゴ）（１９６２－６３） ，５ｔｈ　Ｓｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１６７６，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ
ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ

，

　ｃｏ１．１１９６

５６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１１９６ －１２０５

５７）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１１２０６

５８）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ戸６〃 ，ｃｏｌｓ１２０６ －８

５９）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ１２０８ －１５

６０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ戸ｏ〃 ，ｃｏ１ｓ１２１５ －３０．１２３３ －４１ ．１２５４ －６

６１）　この発言はヘイルシャム卿を議長する「北東部白書委員会」が準備していた政策文書の基本方向と

　抵触するのではないかという労働党＝ファーニィフォーク［ジャロー／北東イングランド１の再質問を

　受け，商相は雇用機会だけでなく地域機会全体を検討しているという別次元の問題として扱ったが ，

　筆者には整合性ある見解とは思われないし法案が総選挙対策として性急に提出された証左と思われる 。

　すなわち ，１９６３年に入 って下院では地方雇用法とも関運して全国平均から一層乖離する開発地区の高

　失業問題が近づく総選挙と絡んで与野党論議の内政上の最大の争点になっ ていたが，３月１４日の地方

　雇用法に関する「口頭質問」における労働党＝Ｗ．ハミルトン（ファイフ ・ウェスト／スコットラン

　ト）の「商相は現在失業問題の解決のために一層効果的な行動を可能とするために地方雇用法を修正

　する立法を提出するつもりはないのか？」という質問に対してエロール商相は明確に否定した経緯が

　ある。（戸〃Ｚ刎倣〃ｏぴＤ６ろ〃６５（Ｈ伽５０〃）（１９６２ －６３） ，５ｔｈ　Ｓ
ｅｎｅｓ，Ｖｏ１６７３，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ

ｏｍｍｏｎｓ ，

　ＨＭＳＯ，ｃｏ１ ．１５０４
．）

　　法案準備（総選挙向けプロパガンダに役立つ）を隠す必要のない状況の下での否定発言は，当初の

　計画では財政法案による開発地区における自由償却制度の導入だけがあり ，その後に突然法案が準備

　され提出されたことを示唆する 。

６２）開発地区における立地劣位の格差に対応する助成補助率等級制問題は，後述するように，その後第

　　１次ウィルソン労働党政権の下で元来の開発区域の外に，特別開発区域（６７ ．１１）及び中間区域（灰

　色区域）（７０ ．３）の指定という３等級制へと展開することになる地域政策における重要問題の一つで

　ある 。

６３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１２６１－ ７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１３）
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６４）Ｐ〃伽肋肋びＤ３６倣５（Ｈｏ郷伽６）（１９６２－６３） ，５ｔｈ　Ｓ
ｅｒｌｅｓ，Ｖｏ１６７９，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ

ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ
，

　ｃｏ１ｓ．３６７ －４１２

　１９６３年地方雇用法 ・財政法（開発地区投資控除特例措置）の基本的内容と特徴　　こうして成

立した１９６３年地方雇用法をほ “同時に成止した１９６３年財政法と一体のものとして，その基本的内

容と特徴を検討する 。両立法は簡明な政策立法であるとともに，両立法を一体として考えて始め

てその政策的内容の全体像が理解できる 。（表Ｖ －５及び表Ｖ －６を参照）

表Ｖ－５　１９６３年地方雇用法の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【前　文】

○　本法は，勅裁を受けた１９６３年７月１０日に施行され，北アイルランドに効力を有するものではない 。

　　商務省は，開発地区（ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　ｄ１ｓｔｒ１ｃｔｓ）において工業的事業を行う ，または行なうことを企図している人々に ，

　機械装置または工場設備を伴う事業の設備費用に対して（１９６３年４月３日以後に招来した支出に関して），１９６０年地方

　雇用法では保有していなか った補助金を給付する権限が付与される 。

　　１９６０年地方雇用法第３条の下で支払われる建築物補助金は，１９６３年４月３日以後の申請分に関しては，同条第２項に

　規定された方式の代わりに一律２５％の補助金とし，さらに既設建築物の改造に関しても支払われるものとする 。

＠　商務省は，ある地区が開発地区を取り消される場合にも既に協定が成立していた建築物を供与するかまたは事業を遂

　行する権限が与えられるものとする 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本法の正式名称】

　開発地区における事業が必要とする機械装置，工場設備及び建築物に対して，１９６０年地方雇用法による補助金支払いを

拡充し，開発地区指定を取り消された区域における一定の協定を商務省に遂行させるための法律

〔第１条〕機械装置及び工場設備に対する補助金～（１）商務省は，大蔵省の同意を得て，１９６０年地方雇用法（以下，基本

　　法と呼称する）の趣旨の範囲内で，あらゆる開発地区における工業的事業を行うか，または行なうことを企図してい

　　る人々に機械装置または工場設備を伴う事業の設備費用に対する補助金を給付することができる 。

　（２）商務省が基本法第１章のために適当であると見なす場合に本条項による補助金が給付され，さらに商務省は，機械

　　装置または工場設備がそれらの目的のために引き続き寄与するのを保証するのに適当と考える条件を課すものとする 。

　　特定の事情においては補助金の返還条件を含みうるものとする 。

　（３）本条項による補助金額は，機械装置または工場設備の取得 ・設置費用の１０％とする 。

　（４）本条項による補助金は，１９６３年４月３日以後に招来した支出に関して，給付しうるものとする 。

　（５）本条項における「工業的事業」とは，基本法第２１条に定められた何らかの製造工程を遂行する事業を意味する 。ま

　　た，開発地区との関連は，基本法第１条第４項に従って解釈されるものとする 。

〔第２条〕建築物補助金に関する修正～（１）本条項の諸規定を条件として，建築物またはその拡張に充当する費用に対し

　　て基本法第３条（建築物補助金）により商務省が給付する補助金額は，当該の建築物またはその拡張を用意するのに

　　招来した支出の２５％とする 。基本法第３条第２項はこれにより廃止されるものとする 。

　（２）本条項のために建築物またはその拡張を用意するのに招来した支出を計算する際，商務省の見解により ，建築物ま

　　たはその拡張が必要とする目的を考慮して，合理的には必要としなかったいかなる支出も考慮しないものとする 。

　（３）基本法第３条及ぴ本条項において，建築物という表示は構築物（ｓｔｍｃｔ皿ｅｓ）を含むものとし，また建築物を用意

　　するとの表示は既設建築物の改造により建築物を用意するという表示を含むものとする 。

　（４）本条項は１９６３年４月３日以前に申請された補助金には効力をもたないものとする 。但し，本条項は本法の成立前後

　　に行なわれた申請に対する基本法第３条による補助金には適用するものとする 。

〔第３条〕協定事業～（１）基本法第１４条第１項（建築物および事業の竣工）を損なわずに，同法第２条または第５条によ

　　る権限は，当該の土地がいかなる時に開発地区指定を取り消されたかに拘りなくその時以前に商務省が締結したあら

　　ゆる協定を遂行するのに必要とする限りで，いかなる区域の土地に関しても商務省により行使できるものとする 。

〔第４条〕　費用及び受領～本法の下で ・または本法によっ て商務省が負担する費用は議会により定められた資金から支弁

　　するものとする 。同様に，商務省の受領分は国庫に払い込まれるものとする 。

〔第５条〕　略称，解釈及び引用～（１）本法は１９６３年地方雇用法として特記できるものとする 。

　（２）本法は，基本法第１章の一部と解釈するものとし，さらに同法及び本法は１９６０年及び１９６３年地方雇用法と合わせて

　　特記できるものとする 。

備考）「前文」は資料編集者による 。

資料）Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈｓ　Ｌｅｇａｌ　Ｅｄ １ｔｏｒ１ａｌ　ｓｔａｆｆ（ｅｄ）１９６４） ，Ｈ泌伽ひき３伽倣３ げルｇ加４，２ｎｄ ｅｄ ，Ｖｏ１４３（１９６３） ，Ｂｕｔ

　　 ｔｅｒｗｏｒｔｈ＆Ｃｏ， ｐｐ１１８２ －８４，より作成 。

（４１４）
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表Ｖ－６　１９６３年財政法／開発地区における投資控除特例措置の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【前　文】

　投資控除～¢　全国規模の投資控除における現行基準の５０％増額（１０％→１５％、２０％→３０％）とともに ，　　いわゆる
「自由償却」制度（ａ　ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ“ｆｒｅｅ　ｄｅｐｒｅｃ１ａｔ１ｏｎ’）が，開発地区における工業用に使用される新規の機械装置または工

場設備への資本支出及ぴ一定の鉱業支出に導入される 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【第２部　所得税】

＜第３章　資本控除＞（第３３条～第４２条）

〔第３８条〕　開発地区における新規の機械装置及び工場設備に対する年次控除～（１）本条項の諸規定を条件として，開発地

　　区で工業用に使用される新規の機械装置または工場設備（可動式設備ではないこと）の調達について１９６３年４月３日

　　以後に生じた資本支出に関し，１９５２年所得税法第１０部第２章による年次控除は，適切な資本額について明記した百分

　　率の４分の５とするよう求めるのではなく ，１９５２年所得税法第２８１条（正規の計算方法）が控除額は控除請求を行な

　　う該当者が特記した相当額であることを求めたものとして，計算されるものとする 。

　（２）基準期間内の評価年度でかつ使用開始３年以内において，機械装置または工場設備が ，

　　（・）開発地区に含まれない場所で，または　（ｂ〕工業用以外の目的で，または　（・〕１９５２年所得税法第２７１条第３項（住宅
，

　　　小売店舗，シ ョールーム ，ホテル及びオフィス）により同法第１０部第１章の趣旨の範囲内における工業用建造物か

　　　ら除外した建築物または構造物の中で，使用された場合 ，

　　　　前項は当該及びそれに続くいずれの評価年度においても当該の機械装置または工場設備に関する年次控除に適用

　　　されないものとし，さらにそれ以前の評価年度のそれに関する年次控除に適用されたとは見なされないものとする 。

　（３〕本条第１項は，１９５２年所得税法第２９９条（賃借人に対する控除）によっ て生じたものと扱われる機械装置または工

　　場設備の調達への支出の関係者の年次控除に，賃貸契約が当該関係者が契約の実行に関する機械装置または工場設備

　　の所有者であることを定めていない限り ，適用されないものとする 。また，契約に定めがあるとしても ，機械装置ま

　　たは工場設備の所有者ではない当該関係者は機械装置または工場設備に関する限り契約上の恩典を受ける（死亡に関

　　する以外で）資格を喪失している場合には，第１項は機械装置または工場設備に関して当該者が行なう年次控除には

　　適用されなか ったものと見なすものとする 。

　（４）本条第１項が評価年度の年次控除に適用されなか ったと見なされる場合，必要なすべての追加的評価及び評価の調

　　整が行なわれるものとする 。

　（５）何らかの地区が，（以下の要件を満たせば）本条項の趣旨の範囲内で開発地区として扱われるものとする 。

　　（・）グレート ，ブリテン内にあり ，１９６０年地方雇用法の目的上，同法第１条第２項に定める開発地区であり ，その限り

　　　で，または　（ｂ）北アイルランド内にあること 。

　　　　さらに商務大臣がその点で権限を委任した担当官により交付された許可証及びその許可証に特記された時点また

　　　は期間中にグレート ・ブリテンのいずれかの場所が開発地区に含まれているか否かを説明していることが本条項に

　　　とっ て決定的である 。

　（６）主として開発地区から人口を吸引するまたは吸引するであろう開発地区外のニュータウンに関して，本条項はニュ

　　 ータウンが開発地区に含まれているものと見傲し適用し，また住宅 ・地方行政大臣（ｔｈｅ　Ｍｉｎｉｓｔｅｒ　ｏｆ　Ｈｏｕｓｉｎｇ＆

　　Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｒｍｅｎｔ），または（スコソ トラノトのニュータウノの場合）担当国務大臣により権限委任された担当官が

　　交付した許可証及びニュータウンが主として特定された地区から人口を吸引する ，または吸引するであろうか否かが

　　本条項にとっ て決定的である 。

　（７）グレート ・ブリテンのある地区がある時点に開発地区であることを取り消される場合，本条項は以下の機械装置ま

　　たは工場設備に関しては当該地区が引き続き開発地区であ ったものとして，適用するものとする 。すなわち ，

　　（・）その時点で開発地区内にあり ，しかもその時以前に使用されていた機械装置及び工場設備，（ｂ）その時以前に締結

　　　された契約の下で開発地区で使用に供せられた機械装置及び工場設備，（・）その時点から２年以内に締結された契約

　　　の下で開発地区で使用に供せられた機械装置及び工場設備であ って次の条件を満たした場合 ，

　　　（ｉ〕１９６３年４月３日以後に締結された契約の下で工業用に供せられた建築物または構築物の内部または周辺で使用さ

　　　　れるか，または同様に準備されたその他の機械装置及び工場設備とともに使用されている場合，（ｉｉ）それらの設備

　　　　が，建築物または構築物，または場合によりその他の機械装置及び工場設備を準備することがその目的の遂行の

　　　　ために必要とした場合，（山その目的を遂行するために必要とするかなりの割合の資産の供与に関する契約が当該

　　　　地区が開発地区であることを取り消される以前に締結された場合 。

　（８）本条項における用語の定義～“工業用 ”（ｉｎｄｕｓｔｒｉａ１ｐ岨ｐｏｓｅｓ） ，“可動設備 ”（ｍｏｂｉ１ｅｅｑｕｉｐｍｅｎｔ） ，“ ニュータウン
”

　　（ｎｅＷ　ｔＯＷｎ）＜略＞

〔第３９条〕　開発地区における新規の鉱業支出に対する年次控除＜趣旨は第３８条とほ ・同様〉（略）

備考）「前文」は資料編集者による 。特に，開発地区の投資控除に関する事項を摘記した 。

資料）Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈ ｓ　Ｌｅｇａｌ　Ｅｄｉｔｏｒｉａ１ｓｔａｆｆ（ｅｄ． ）（１９６４） ，Ｈｏ肋〃びき８肋〃６３ げＥ〃ｇＺｏ 批２ｎｄ　ｅｄ．， Ｖｏ１ ．４３（１９６３） 、Ｂｕｔ

　　 ｔｅｒｗｏｒｔｈ＆Ｃｏ．， ｐｐ ．４４２ －３ ，４７８ －８２，より作成 。

（４１５）



　１４４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　両立法は，まず第１に，開発地区における民間製造業の設備投資に対する財政金融的助成を従

来に比べて格段に強化しようとするものである 。両立法以前の民問企業向け助成措置（１９６０年地

方雇用法［６３年地方雇用法の基本法１による）は，¢煩雑な計算方式を伴う建築物補助金（実質補助

率は前述したように平均１７％）（第３条），　一定期問後に企業経営的に自立見込みのある事業向け

の低利 ローン（政策金融）または事情により比較的少額の（特別）補助金であ った。これに対して ，

２つの立法は，○建築物補助金を標準補助金として一律２５％としたこと（６３年地方雇用法第２条）
，

新たな助成措置として，　機械装置 ・工場設備補助金を設けて取得 ・設置費用の１０％としたこ

と（同法第１条），　その上，これと関連して（金額的には最も重要な）開発地区における機械装
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．６５）

置・ 工場設備投資に対する自由償却制度（。ｙ．ｔ．ｍ　ｏｆ　ｆ。。。 ｄ．ｐ。。。１．ｔ１ｏｎ）を導入したこと（６３年財政法

　　　　　　　　　６６）
第３８条第１項）である 。

　地域経済学者＝ブラウン教授の推計によれば，１９６０地方雇用法に基づく２つの補助金は総固定

資本費用の６～７％に相当しこれに低利 ローン及び商務省による工業団地造成と賃貸 ・売却向け

の企画工場 ・注文工場建設（比較的廉価な賃貸料 ・売却価格）を加えた総助成率は総投資の１０％弱

であ ったが，１９６３年の２つの立法による上記の３つの助成措置だけで投資費用の約２０％になりそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６７）
の他の継続した助成措置を含めると総助成率は従来の２～３倍に達したといわれる 。

　第２に指摘すべきことは，建築物と機械 ・設備に関する２つの補助金は運用に当 っては雇用創

造という条件付きであることは言う迄もないが，開発地区助成制度が商務省等の裁量が入り込む

余地が比較的少なくなり申請者が計算しやすくなり ，いわは助成の自動的要素が強化されたこと
　　６８）
である 。それとともに，総助成額に占める補助金率も趨勢として上昇していくことになる 。

　第３に，開発地区指定の取消しに伴う突然の助成打切りを緩和し（激変緩和措置）や指定外の

ニュータウンが開発地区住民に雇用機会を提供している場合には開発地区扱いとする（見なし規

定）等，新政策に実効的効果が上げられるように一定の柔軟な運用条項（地方雇用法第３条［協定

事業１／基本法第２条 ＝商務省による工場建屋 ・用地の提供，同第５条＝商務省及び住宅 ・地方行政省によ

る荒廃地整備事業及び財政法第３８条第６項及び第７項）を設けたことが止目される 。

　以上のような２つの新たな政策立法による開発地区助成制度改革を成長区域政策と重ね合わせ

てみると ，従来の開発地区指定対象となる基準失業率（４５％）への固執と空間規模の局地性とは

矛盾することになる 。しかし，この改革では制度としての開発地区は変更しなかったものの，基

準失業率の設定を１９６４年度から事実上廃止し（年次報告に記載ナシ），同時に開発地区の地理的接

合を通じてヨリ広域化して局地性を緩和する行政姿勢を示した 。

　また，他方で，２つの立法措置の中で投資控除（及ぴ自由償却）制度を重視したのは，労働党

のその後の政策内容と比較すれは，本章「はじめに」でも指摘したように，保守党が元来競争と

経営効率を重視し企業経営者が免税措置を受けるに足る利潤を挙げることを期待し，そうした促

進効果に乏しい補助金給付を出来るだけ避けたいという政策姿勢の結果にほかならないことを見

逃してはならない 。

６５）自由償却制度とは，利潤を減価償却基金への費用（損金）扱いとして償却処理が完了する迄所得税

　（法人税）を支払う必要がないという制度であり ，償却処理完了まで利潤課税（租税支払）を延期す

　る無利子ローンの性格をもっ ている 。したがってまた，通常の法定償却率を越えて自由選択的な追加

　償却をする場合，それに見合う企業利潤の存在が漸提となり ，赤字企業にはこの制度は何の価値もな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１６）
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　い 。（ｃｆ．Ｂｒｏｗｎ，ｏ声泓，ｐｐ
．２８９，３０６）その意味では，後に分析する第１次ウィルソン労働党政権下

　の１９６６年産業開発法により立法化された投資補助金の方が自由償却よりも刺激効果（政策誘発効果）

　は大きい 。

　　ところで，モードリング蔵相は１９６２年１１月予算で景気回復策の一つとして既に全国レベルの特別

　（加速）償却措置を導入していたが，１９６３年財政法案では当初，全国レベルの自由償却制度の導入を

　検討したといわれる 。しかし，その場合に必要な４億ポンドに上る減稚 コストに上っ て断会して開発

　地区に限定し，全国レベルではそれ迄の基準の５０％増額（１０％→１５％，２０％→３０％［６２年１１月特別措

　置の恒久化１）に留めた。ブリタンは，この事実は最も洗練された政治家及び官僚さえケインズ的ア

　プローチヘの改宗が如何に不完全であ ったかを示すものであると厳しく批判している 。（Ｂｒｉｔｔａｎ
，ｏ声

　６ゴた，ｐ
．２７７）

６６）　Ｂｒｏｗｎ，ｏクｃ〃 ，ｐ２８９ ，Ｒａｎｄａ１１
，ｏク６〃 ，ｐ３２

６７）　Ｂｒｏｗｎ，ｏクｃ北，ｐ．３０６

６８）　Ｂｒｏｗｎ，ｏ声ｏ江， ｐｐ
．２８９，３０６

（４１７）




